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第1　憲法問題に対する弁護士及び弁護士会の基本的立場
　憲法に関する各問題は、個々の弁護士の思想信条に
も関わるものであり、「強制加入団体である弁護士会
が、思想信条的に意見の分かれる問題について方針を
決めるべきではない。」「政治的な問題について弁護士
会は中立であるべきである。」という意見もある。特
に、「安全保障と憲法」の問題に関しては、「高度の政
治性を有する」との理由で、弁護士会のみならず任意
団体である法友会が特定の意見を表明すること自体に
消極的な意見がある。
　しかしながら、弁護士法1条は、弁護士の使命を「基
本的人権の擁護と社会正義の実現」と定め（1項）、そ
の使命に基づいて「法律制度の改善に努力」する義務
を弁護士に課している（2項）。
　そして、その個々の弁護士の使命の達成を図るため、
弁護士会が、基本的人権の擁護及び社会正義の実現の
見地から、法律制度の改善等について会としての意見
を明らかにしたうえで、これに沿った活動をすること
は、弁護士会の目的の範囲内にある（同法31条1項、
なお同法45条2項、最判平成10年3月13日自由と正義49
巻5号〔1998年〕210-213頁等参照）。
　ここでいう「基本的人権の擁護」は、人権を侵害す
るおそれのある「権力」からの擁護を意味する。
　このため、私たち弁護士及び弁護士会は、弁護士自
治の保障の下、常に「権力に対峙」してその言動をチ
ェックする使命がある。
　特に最高規範である憲法の改正問題や高度に政治的
な議論である安全保障の問題にあっては、常にそれが
恒久平和と基本的人権の尊重という憲法の基本理念を
危険に晒さないか、細心の注意をもってチェックし、
国民に問題提起し、是正を要求することこそ、我々弁
護士及び弁護士会の本来的使命というべきである。こ

れは、安全保障の問題でも同様である。また、究極的
には選挙によって示される民主主義による決定が時に
基本的人権の擁護及び社会正義と相いれないこともあ
り得るのであり、その場合にも憲法の基本理念に基づ
いて冷静な議論をもって対応し、その実現を図ってい
くべきである。
　会員間の意見が分かれたときでも、熟議を尽くし、
民主的手続を経たうえで弁護士会・会派としての意思
を決めること自体は、弁護士会・会派という単位での
問題意識の提起として、弁護士及び弁護士会の本来の
使命を果たしていくためには当然認められるべきであ
る。
　弁護士の中で意見が割れるからといって、これを
「政治問題」と呼び「政治的中立性」という言葉で括
り「弁護士会は意見を言うべきではない。」というこ
とになれば、憲法改正問題について弁護士会が果たす
べき本来的使命を果たすことが出来ない。本来、弁護
士会にとっての「政治的中立性」とは、対峙する権力
がどのような政治勢力であろうと（どのような政党が
政治権力を握るかにかかわらず）、アメリカ合衆国建
国の父の一人であるトーマス・ジェファーソンの言葉
のごとく常に猜疑心を持ってチェックするという態度
を変えない、政治権力に対して決して媚びず恐れない、
ということのはずである。
　無論、個々の会員弁護士にはそれぞれの思想の自由
（憲法19条）があり、強制加入団体である弁護士会に
おいては、個々の会員に対して、一定の方向性に従っ
た言動をすることを強制することまでは、当然できな
い。それは、任意団体である法友会においても、同様
であろう。

第2　表現の自由に対する抑圧について
　近時、表現の自由、特に言論の自由を抑圧し、萎縮
させるような事件が発生しているが、これは、憲法上、
表現の自由が民主主義の根幹をなすものであるという
点において、その制約については原則として違憲の推
定を受け、合憲性が厳格に審査されるとされているこ

と（いわゆる「優越的地位」）に鑑み、極めて憂慮さ
れる事態である。

1 ビラ配布問題
　集合住宅内の郵便受けに政治的意見表明等を記載し
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たビラを投函した行為に対し住居侵入等の有罪判決が
確定した三つの事件（防衛庁立川宿舎イラク反戦投函
事件、葛飾ビラ配布事件、及び世田谷ビラ配布国家公
務員法違反事件）について、東京弁護士会（以下「東
弁」という。）では、「ビラ配布を含む表現の自由の重
要性に十分配慮し、国際的な批判にも耐えうる厳密な
利益衡量に基づく判断を示すことで「憲法の番人」と
しての役割を果たすよう強く要望する次第である」な
ど裁判所に厳格な審査を求める会長声明を発出してき
た。一方、世田谷ビラ配布国家公務員法違反事件と同
じ2012（平成24）年12月7日に最高裁第二小法廷で判
決が出された社会保険庁職員国家公務員法違反事件
（いわゆる「堀越事件」）では、国家公務員法102条1項
が禁止する「政治的行為」の限定解釈がなされ、「管
理職的地位になく、その職務の内容や権限に裁量の余
地のない公務員」による本件のビラ配布行為につき構
成要件該当性がないとして無罪が確定した。なお、当
該判決の限定解釈の手法については「犯罪構成要件の
明確性による保障機能を損ない、その結果、処罰の対
象にならない文書の配布等の政治的行為も処罰の対象
になるのではないかとの不安から、必要以上に自己規
制するなどいわゆる萎縮的効果が生じるおそれがある
との批判がある……更なる明確化やあるべき規制範
囲・制裁手段について立法的措置を含めて広く国民の
間で一層の議論が行われてよいと思われる」という須
藤正彦裁判官の意見が付されていることに留意が必要
である。
　インターネットなどの通信手段が発達した現在にお
いても、ビラ配布行為は、市民にとって、自己の意見
を他に伝達する重要かつ有効な手段であることに変わ
りはなく、他者の権利・自由との調整を必要とすると
しても、逸脱した行為に対して刑罰による制裁を科す
ことについては、表現行為に対する強い萎縮的効果に
鑑み、安易に認めることのないよう引き続き裁判所に
訴えていくべきである。

2  選挙演説の際の警察権行使問題
　2019（令和元）年7月の参議院選挙期間中の札幌市
内における安倍首相（当時）の街頭演説において、「増
税反対」などと叫んだ市民や年金制度批判のプラカー
ドを平穏に掲げようとした市民の行動等を警察官らが
排除ないしは阻止し、さらには別の演説会場への移動

を制限する事態が発生した（同月18日毎日新聞・北海
道新聞各朝刊等）。また、翌8月、札幌市内でこの排除
行為ないし阻止行為に抗議する市民デモが行われた際
には、警察官がデモ参加者をビデオカメラで撮影する
事件も生じた（同月11日北海道新聞朝刊）。類似の事
例として、大津市でも参院選候補者の応援演説をする
安倍首相（当時）にヤジを飛ばす男性を警察官らが会
場後方で囲んで動けなくする事態が発生した（同月19
日朝日新聞朝刊）。
　これらの市民の行為が公職選挙法225条2号に定める
演説妨害罪に該当しないことは、裁判例からも明らか
である。すなわち、大阪高判昭和29年11月29日（高等
裁判所刑事裁判特報1巻11号502頁）は、「他の弥次発
言者と相呼応し一般聴衆がその演説内容を聴取り難く
なるほど執拗に自らも弥次発言或は質問等をなし一時
演説を中止するの止むなきに至らしめるが如き」行為
に至らなければ公職選挙法上の演説妨害罪は成立しな
いと判示している。同法の前身である衆議院議員選挙
法115条2号の演説妨害罪の成否についても、聴衆が演
説を「聴き取ることを不可能又は困難ならしめるよう
な所為」に当たる程度であることが必要とされており
（最三小判昭和23年12月24日刑集2巻14号1910頁）、そ
の後も同様の解釈がなされているのである。
　したがって、警察官の上記各行為は警察官職務執行
法5条の「犯罪がまさに行われようとするのを認めた
とき」には当たらず、かつ、「その行為により人の生
命若しくは身体に危険が及び、又は財産に重大な損害
を受ける虞」があると認められるものでもなく、「急
を要する場合」でもない上、「目的のため必要な最小
の限度」（同法1条2項）を超えた警察比例の原則に違
反する警察活動であるというべきである。同時にそれ
は、警察法第2条第2項における不偏不党且つ公平中立
の要請にも違反する疑いすらあるものである。
　また、デモ参加者に対するビデオカメラによる撮影
行為については、リーディングケースである京都府学
連事件最高裁大法廷昭和44年12月24日判決（刑集23巻
12号1625頁）は、「個人の私生活上の自由の一つとして、
何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態
（以下、「容ぼう等」という。）を撮影されない自由を
有する。」とし、「少なくとも、警察官が、正当な理由
もないのに、個人の容ぼう等を撮影することは、憲法
13条の趣旨に反し、許されない」とした上で、例外的
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に撮影が許容される場合として、「現に犯罪が行なわ
れもしくは行なわれたのち間がないと認められる場合
であって、しかも証拠保全の必要性および緊急性があ
り、かつその撮影が一般的に許容される限度をこえな
い相当な方法をもって行なわれる場合」を挙げている。
公道上のテレビカメラによる撮影・監視行為について
の山谷監視カメラ事件東京高裁判決（東京高判昭和63
年4月1日東京高等裁判所刑事判決時報39巻1～4号8頁）
も、犯罪発生の高度の蓋然性、証拠保全の必要性及び
緊急性、撮影行為の社会的相当性を、撮影・録画の許
容の要件としている。
　この点、上記札幌市内での市民デモには120人超の
市民らが参加しているが、デモ参加者が蛇行進をした
り許可条件の違反行為等が行われた事実はなく、その
平穏な実施態様に照らせば、現行犯性・準現行犯性や
犯罪発生の高度の蓋然性は認められない。のみならず、
かかる平穏な実施状況のもとでは、行政目的達成上の
必要性は極めて乏しいというほかなく、先行する北海
道警察の演説排除行為等への報復的措置とも取り得る
悪質なものであったというべきである。
　東弁は、同様の趣旨を摘示して北海道警察に対する
これらの行為の再発防止、さらには警察庁に対する適
切な指導を求める「選挙演説の際の市民に対する警察
権行使について是正を求める意見書」を2019（令和元）
年9月9日付で会長名にて公表している。
　そして、警察官らの各行為の一部について国賠法上
の責任を認める判決が下され（札幌高判令和5年6月22
日令和4年ネ第202号）、2024（令和6）年8月19日、最
高裁は道側の上告を棄却し、当該判決は確定した。東
弁としても引き続き同様の問題について是正を求める
ことが重要である。

3 「表現の不自由展・その後」の中止問題
　2019（令和元）年8月1日、国内最大規模の国際芸術
祭「あいちトリエンナーレ」の企画展の一つとして、「表
現の不自由展・その後」が愛知県美術館で10月14日ま
での予定で開催された。
　「表現の不自由展」とは、2015（平成27）年に、「日
本における言論と表現の自由が脅かされているのでは
ないか」という強い危機意識から、組織的検閲や忖度
によって表現の機会を奪われてしまった作品を集めて
開催された展覧会であったが、「表現の不自由展・そ

の後」は、同年の展覧会で展示された作品の「その後」
や、同年以降に新たに公立美術館などで展示不許可に
なった作品について、不許可になった理由と共にこれ
を展示したものである（主催者発表）。
　ところが、「表現の不自由展・その後」は、開催わ
ずか3日で中止に追い込まれた。その理由は、展示作
品の中に従軍慰安婦を象徴する「平和の少女像」や昭
和天皇の写真を含む肖像群が燃える映像作品が含まれ
ていたところ、「ガソリンを撒き散らして火をつける」
「県庁職員らを射殺する」等のテロ予告や脅迫等の
FAXやメールが企画展の実行委員会や愛知県に殺到
し、展示会の来場者や関係者の生命身体の危険がある
ためと説明された（実行委員会会長である大村秀章・
愛知県知事の説明）。
　このような卑劣なテロ予告や脅迫行為が、表現の自
由への攻撃として決して許されないことは当然である。
　また、そのようなテロ予告や脅迫行為があったとは
いえ、大村秀章愛知県知事が出展作者の了解を取るこ
となくわずか3日で展示を取り止めたことについては、
泉佐野市民会館事件（最判平成7年3月7日民集49巻3号
687頁）の「敵対的聴衆の法理」（公的施設や公的企画
においての表現行為について、敵対的聴衆の襲撃が予
想される場合であっても、それだけで表現を規制して
はならず、警察力によっても防御することが不可能又
は著しく困難であると認められない限り、表現規制は
認められないとの法理）の観点からすれば批判もあり
得るところであるが、京都アニメ放火殺人事件の直後
で、ガソリン脅迫や執拗な個人攻撃で展示館関係者の
精神的疲弊が極度に達していた本件においては、中止
決定の判断にもやむをえない面があったともいえる。
　しかし、「表現の不自由展・その後」の問題で、も
っとも表現の自由との関係で懸念されるべきなのは、
河村たかし名古屋市長や吉村洋文大阪府知事等の何人
もの公権力を有する者たちが、そのようなテロ予告や
脅迫行為をしてきた者たちと同様に、展示内容（特に
従軍慰安婦を象徴する「平和の少女像」や昭和天皇の
写真を含む肖像群が燃える映像作品）について、「日
本国民の心をふみにじるもの」「明らかに反日プロパ
ガンダ」など展示そのものを不適当とするような政治
的発言を行っていることである。
　言うまでもなく、「表現の自由」には政治的表現を
含む作者の思想信条を形にして表すことも含まれるも
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のであり、その作品の評価について思想信条上の対立
が起こりうるにしても、それは言論の自由市場の議論
に委ねられるべきであって、政治権力を有する者が、
表現の自由の限界を画するかのような発言をすること
は、極めて強い萎縮効果を市民にもたらす危険があり、
表現の自由への直接的な侵害行為として、断じて許さ
れない。
　なお、「表現の不自由展・その後」は、2019（令和元）
年10月8日より展示が再開されたが、この再開の直前、
文化庁は、元々は交付を認可していたにもかかわらず、
手続の不備を理由にあいちトリエンナーレ2019への補
助金の不交付決定を行った。このような文化庁の対応
は、展示内容を問題視しての決定としか考えられず、
公権力による極めて不当な干渉である。
　「表現の不自由展・その後」の問題に関しては、
2019（令和元）年8月11日に憲法研究者92名の連名に
よる抗議声明も出され、東弁のほか、京都弁護士会、
愛知県弁護士会からも抗議の会長声明が出されている
が、2021（令和3）年7月、名古屋市の会場において郵
便物から破裂音がしたことから、同会場での展示が3
日で中止されるなど、その後も妨害行為が続いた。こ
うした妨害行為が決して許されないことはもちろんで
あるが、そのことが公権力による表現の自由に対する
不当な干渉につながらないよう、今後とも強い関心を
もって監視していくべきである。

4 給付の場面における表現の自由の確保
　近時、前述のあいちトリエンナーレ2019への補助金
の不交付決定と同様に、いわゆる規制/給付二分論の
うち、公共施設の利用や補助金の支出等の給付の場面
での表現の自由に対する抑圧が問題となる事案が多発
している。そのなかでも特に注視すべき二つ事案につ
いて取り上げる。
（1） 金沢市庁舎前広場事件
　2014（平成26）年5月、陸上自衛隊金沢駐屯地の自
衛隊員による自衛隊市中パレードに反対する「「軍事
パレード」の中止を求める集会」を開催するため、主
催諸団体が金沢市庁舎広場の使用許可を求めたところ、
市長により使用不許可処分を受けた。不許可とした主
な理由は「庁舎前広場において、特定の個人、団体等
の主義主張や意見等に関する賛否を表明することとな
る集会を開催することは、金沢市庁舎管理規則が禁止

する「示威行為」に該当する」というものであった。
当該集会は近隣にある県営公園で開催されたが、諸団
体とその代表らは、使用不許可処分は違法であるとし
て損害賠償訴訟を提起した（以下「第一次事件」とい
う。）。第一審（金沢地裁）、及び第二審（名古屋高裁）
ともに不許可処分は適法であるとして損害賠償請求を
認めず、最高裁への上告も認められなかった。
　この第一次事件の訴訟の係属中に金沢市は金沢市庁
舎管理規則を改定して「特定の政策、主義又は意見に
賛成し、又は反対する目的で個人又は団体で威力又は
気勢を他に示す等の示威行為」が禁止されると明記し
た（以下「本件規定」という）。その直後、「石川県憲
法を守る会」が2017（平成29）年5月3日に金沢市庁舎
前広場において「憲法施行70周年集会」（以下「本件
集会」という）を開催するため使用許可を申請したと
ころ、これまで市庁舎前広場において護憲集会の開催
は認められていたにも関わらず、本件集会は本件規定
の禁止行為に該当するとして市長から不許可処分を受
けた。そこで「石川県憲法を守る会」とその代表が、
金沢市に対し損害賠償訴訟を提起した（以下「第二事
件」という）。この訴訟でも、下級審は不許可処分を
適法であるとし、上告は認められが、2023（令和5）
年2月21日最高裁第三小法廷は、市庁舎前広場は、一
般公衆の共同使用に供される「公の施設」ではなく、
市庁舎と一体となった「公用財産」であるという判断
を前提として、次のとおり判示し、損害賠償請求を認
めなかった。
「公務の中核を担う庁舎等において、政治的な対立
がみられる論点について集会等が開催され、威力又は
気勢を他に示すなどして特定の政策等を訴える示威行
為が行われると、金沢市長が庁舎等をそうした示威行
為のための利用に供したという外形的な状況を通じて、
あたかもYが特定の立場の者を利しているかのような
外観が生じ、これにより外見上の政治的中立性に疑義
が生じて行政に対する住民の信頼が損なわれ、ひいて
は公務の円滑な遂行が確保されなくなるという支障が
生じ得る。本件規定は、上記支障を生じさせないこと
を目的とするものであって、その目的は合理的であり
正当である」。
　本判決については、これまで一般の集会の用に供す
る場として運用されていた本件広場を庁舎等の同じく
「公用物」として判断している点など様々な批判がさ
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れうるが、最も問題と思われるのは、地方公共団体等
が「政治的中立性」を掲げ、施設利用申請者の主張内
容をもって恣意的に選別しうることの危険性について
考慮されていないことである。この点については、「首
長や議員は、特定の政策の実現を公約して選挙運動を
行い当選しているのであり、市長や市議会議員が立案
して実行する政策が政治的に中立であることはあり得
ない……Yが協賛したり後援したりする行事について
も、Yの中立性に疑念を持ち、Yに対して苦情を申し
立てたり、抗議したりする者がいる可能性は否めない
ところ、そのような可能性がある行為をYは行うべき
ではないというのであれば、Yは行事の協賛・後援を
一切行うべきではなく、また、集会の許可は一切すべ
きでないということになりかねないが、そのような結
論が妥当でないことは当然であろう。このことは、不
特定の者がYの中立性に疑念を抱く可能性があるとい
うような抽象的な理由による不許可処分が正当な理由
を欠くといわざるを得ないことを示している」と述べ
る宇賀克也裁判官の反対意見が重要である。本判決の
如くに国または地方公共団体等の「中立性に対する疑
念」を理由とする不許可事案が蓄積・定着されるなら
ば、政治的集会等による意見表明への萎縮的効果は甚
大である。紙幅の関係でここでは詳細は述べないが、
2022（令和4）年10月、美術家・飯山由貴氏が関東大
震災における朝鮮人虐殺を題材として制作した映像作
品が東京都人権部の指示によって東京都人権プラザで
の上映を中止させられた事件、2024（令和6）年2月、
群馬県高崎市の県立公園「群馬の森」にある朝鮮人労
働者追悼碑が行政代執行によって撤去された事件など、
同様の問題が続出している。弁護士会でも今後注視を
強める必要がある。
（2） 『宮本から君へ』事件
　映画『宮本から君へ』（以下「本件映画」という。）
の製作会社は、2019（平成31）年3月、文化庁所轄の
独立法人日本芸術文化振興会から助成金1,000万円の
交付内定を得たが、出演者の1名が麻薬取締法違反で
有罪判決を受けたことが「公益性の観点から適当では
ない」として、同年7月に不交付決定（以下「本件処分」
という。）を受けた。当該製作会社は、本件処分の取
消しを求めて提訴した。第一審の東京地裁は、「公益

性は多義的な概念である上、具体的にどのような場合
であれば公益性に反するのかの判断も個別の事案や価
値観等によって分かれ得ることから……不交付決定を
することは、その運用次第では、特定の芸術団体等に
不当な不利益を与え、あるいはその自主性を損ない、
ひいては芸術団体等による自由な表現活動の妨げをも
たらすおそれをはらむものであることを否定すること
ができない」と指摘したうえ、裁量権の逸脱・濫用を
認めて本件処分を取り消したが、第二審の東京高裁は、
本件処分は「公益の観点から適当でないことを理由と
するものであり、本件映画の芸術的観点に基づいて本
件助成金を不交付とするものではないから」裁量権の
逸脱・濫用はないとして第一審を破棄した。最高裁は、
原告による本件処分の憲法14条、同21条1項違反を理
由とする上告を棄却する一方、本件処分の裁量権逸
脱・濫用を理由とする上告受理申立てを容れ、2023（令
和5）年11月17日、次のとおり判示した。
　まず、①「公益がそもそも抽象的な概念であって助
成対象活動の選別の基準が不明確にならざるを得ない
ことから、助成を必要とする者による交付の申請や助
成を得ようとする者の表現行為の内容に萎縮的な影響
が及ぶ可能性がある。このような事態は……芸術家等
の自主性や創造性をも損なうものであり、憲法21条1
項による表現の自由の保障の趣旨に照らしても、看過
し難いものということができる」と指摘して、②「こ
れを交付するとその対象とする活動に係る表現行為の
内容に照らして一般的な公益が害されるということを
消極的な考慮事情として重視し得るのは、当該公益が
重要なものであり、かつ、当該公益が害される具体的
な危険がある場合に限られるものと解するのが相当で
ある」という適法な裁量権行使の判断枠組みを示した。
そのうえで、③本件の具体的事情において「薬物乱用
の防止という公益が害される具体的な危険があるとは
いい難い」として、本件処分には裁量権の逸脱・濫用
の違法があると認定した。
　本判決は、規制の場面のみならず給付の場面でも、
「憲法21条1項による表現の自由の保障の趣旨」が及ぶ
こと（①）、また不明確な選別基準による申請者一般
に対する「萎縮的な影響」を認めたこと（②）におい
て重大な意義を有する。
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第3　ヘイト・スピーチ問題
1 ヘイト・スピーチとは
　ヘイト・スピーチとは、広くは「マイノリティ（社
会的少数派）に対する差別的・侮辱的な表現や言動」
を指す言葉であるが、具体的社会問題としては、国際
人権規約や人種差別撤廃条約との関係で、「民族的・
宗教的・言語的なマイノリティ（①一国においてその
他の住民より数的に劣勢な集団で、②被支配的な立場
にあり、③独自の民族的・宗教的又は言語的特徴を有
し、④自己の文化・伝統・宗教又は言語を保持するこ
とに対して連帯意識を黙示的であるにせよ示している
もの）に対する、差別的・侮辱的な表現・言論による
威嚇・扇動行為」を意味する。
　我が国では、当初「憎悪表現」と直訳されたことも
あって、単なる憎悪を表した表現や相手を非難する言
葉一般のように誤解されている向きもあり、これが法
規制論において混乱を招く原因にもなっているが、あ
くまで「社会的マイノリティに対する差別扇動的言動」
という社会的事象を指す言葉である。

2  日本におけるヘイト・スピーチの実態
　我が国では、江戸時代に身分制支配体制が確立され
る中で、特定の身分とされた人たちに対する差別的支
配が行われ、それが明治時代に廃止されるも、同和問
題として依然として存在し続けている。差別は、我が
国に移住した朝鮮半島出身者にも向けられ、韓国併合
後に急増した彼ら移民に対しては、関東大震災時にお
ける朝鮮人虐殺事件が夙に著名であるように、時の外
交上、経済上の立場もあって、いわれなき差別が数多
く行われた。
　戦後も韓国及び北朝鮮は「近くて遠い国」と言われ
続けてきたが、竹島問題や従軍慰安婦に対する問題提
起をはじめとする国際的紛争課題は、民主主義社会の
下で同時に進行するポピュリズムと相まって、時に日
本、韓国及び北朝鮮それぞれのナショナリズムを刺激
するところが顕著となっている。殊にインターネット
による情報交換が行われるようになった今世紀に入っ
て、無責任な罵詈雑言をはじめとする差別的言動がネ
ット上を飛び交うようになり、それらがエスカレート
した結果、遂にはそれらの者たちがネットを通じて連
絡を取り合い、現実の運動団体となっていった（「在

日特権を許さない市民の会（在特会）」等）。
　在特会が、朝鮮学校が近隣の公園を私的に利用した
ことに対し、在特会が行った朝鮮学校への抗議活動
（街宣活動）は、およそ正当な抗議の範囲を超えた濫
用に渡る表現行為であり、在特会に対する損害賠償請
求及び近隣での街宣活動の禁止を求めた裁判では、人
種差別撤廃条約に反する人種差別として目的の公益性
を否定することで朝鮮学校側が勝訴し、確定している
（大阪高判平成26年7月8日、上告棄却にて確定）。この
他にも、同様のデモ活動が東京・新大久保、神奈川・
川﨑、大阪・鶴橋等で行われ、こうした活動はときに
近隣住民らとの一触即発の事態にすら至った。
　また、2023（令和5）年以降、埼玉・川口、蕨の両
市では、在日クルド人に対するヘイト・スピーチをと
もなう排斥デモが頻発している。このデモを主催する
のは在特会の派生団体やその関係者であるとされ、こ
れまで在日韓国・朝鮮人が集住する川﨑などで活動し
てきた人物らが、後述のとおり罰則付きでヘイト・ス
ピーチを禁止する条例が川﨑市で成立したことの影響
もあり、入管法改正の議論のなかでグローズアップさ
れた在日クルド人を新たな差別の対象と見定め、在日
クルド人が集住する当該地域に流れてきたものと分析
されている（2024（令和6）年5月30日付け 東京新聞「こ
ちら特報部」参照）。川口市では、2023（令和5）年6月、
市議会が在日クルド人を念頭に「一部外国人による犯
罪の取り締まり強化」を求める意見書を可決するなど
市政の側から差別を助長するかのごとき動きが見られ
る一方、川口、蕨の両市では、川﨑市同様のヘイト・
スピーチ禁止条例制定を求める市民の動きも活発化し
ている。また、両市では、2024（令和6）年10月以降、
街角で無断撮影されたクルド人の写真や動画のほか、
クルド人がSNS上の交流サイトに投稿した子どもらの
私的な写真などが無断転用され、誹謗中傷の対象とな
るケースが目立っている。NHKが2025（令和7）年5
月1日に放送した『特集　フェイクとリアル　川口 ク
ルド人 真相』は、「暴動を起こした」「犯罪者」「テロ
リスト」というクルド人に関するSNSの投稿を分析し、
それら投稿が2023（令和5）年4月を境に爆発的に増え、
その数が2500万を超え、デモや脅迫など現実社会での
ヘイト・スピーチにも影響を及ぼしていることを浮き
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彫りにした。

3  ヘイト・スピーチによる人権侵害とは
　このような、在日韓国・朝鮮人等への集団的行動に
よるヘイト・スピーチは、特定の個人や施設が対象で
あれば、個別の身体・名誉・財産等の権利に対する侵
害として、脅迫・強要・名誉毀損・侮辱・不法行為等
の民事制裁あるいは刑事処罰も可能である（上記裁判
例等）。
　これに対して、特定個人ではなく、「韓国人」、「朝
鮮人」という民族一般に対するヘイト・スピーチにつ
いては、現行法上は個別の損害認定が困難であり、直
ちには民事上の被害救済、刑事上の処罰の対象とする
ことができない。また、デモや集会等への行政的規制
も、表現・言論の自由との関係で簡単ではない。
　とはいえ、不特定を相手としたヘイト・スピーチに
あっても、標的とされた人々の苦痛や恐怖は想像する
にあまりあるのであり、自尊心を深く傷付けられ、更
なる攻撃への恐怖に怯えトラウマにもなると言われる。
それは、人間らしく生きることを保障した幸福追求権
（憲法13条）を侵害するというべきであり、人種差別
の範疇に属する言動として世界的にも違法なものとし
て扱われる行為である。
　ドイツでは1960年には憎悪の扇動や「特定の人々」
の秩序を乱すようなやり方で侮辱することを刑法上の
「民衆煽動罪」として違法し、70年代初めには、人種
的・宗教的な集団を攻撃する出版物を禁止する規定も
刑法に追加された。イギリスでは1965年に、フランス
では1972年にヘイト・スピーチ規制を含む包括的な人
種差別禁止法が制定されている。60年代以降、ベルギ
ー、デンマーク、イタリア、スウェーデン等でも人種
差別の扇動などを犯罪とする法律が作られており、そ
れら諸国では実刑判決も出されている（エリック・ブ
ライッショ〔明戸隆浩ほか訳〕『ヘイトスピーチ ― 
表現の自由はどこまで認められるか』2014年、38頁以
降参照）。一方、アメリカでは、差別禁止法が存在し、
差別を理由とする犯罪には刑が加重されるヘイトクラ
イム法も存在するものの、合衆国憲法修正第1条が保
障する「表現の自由」との抵触が議論され続けており、
ヘイト・スピーチ自体は現在規制されていない。

4  国際法上の規制と国内的展開
　国際人権規約の自由権規約20条2項は、「差別、敵意
または暴力の扇動となる国民的、人種的または宗教的
憎悪の唱道は、法律で禁止する。」と定めており、日
本は1979（昭和54）年にこれを批准している。
　人種差別撤廃条約（1964〔昭和39〕年12月国連総会
採択）4条は、加盟国に対し、以下の内容を定めている。
　「締約国は、①人種的優越性や、皮膚の色・民族的
出身を同じくする人々の集団の優越を説く思想・理論
に基づいていたり、②いかなる形態であれ、人種的憎
悪・差別を正当化したり助長しようとするあらゆる宣
伝や団体を非難し、このような差別のあらゆる煽動・
行為の根絶を目的とする迅速で積極的な措置をとるこ
とを約束する。このため、締約国は、世界人権宣言に
具体化された原則と次条が明記する権利に留意し、特
に次のことを行う。
⒜　①あらゆる人種的優越・憎悪に基づく思想の流布、
②人種差別の煽動、③人種や皮膚の色、民族的出身の
異なる人々に対するすべての暴力行為や、④暴力行為
の扇動、⑤人種主義的活動に対する資金援助を含むい
かなる援助の提供も、法律で処罰すべき違法行為であ
ることを宣言する
⒝　人種差別を助長し、煽動する団体や宣伝活動（組
織的なものも、そうでないものも）が違法であること
を宣言し、禁止し、こうした団体や活動への参加が法
律で処罰すべき違法行為であることを認める
⒞　国や地方の公の当局・機関が人種差別を助長しま
たは煽動することを許さない」
　これに対して、日本は、1995（平成7）年（条約成
立後31年後）にようやく人種差別撤廃条約に加盟した
ものの、4条の⒜と⒝の条項は留保（法的効果を排除
又は変更すること）したままである（条約加盟国176
か国で留保は20か国のみ）。
　また、日本は、1979（昭和54）年に自由権規約を批
准し、その20条によりヘイト・スピーチを禁止する法
的義務を負っているが、その後35年以上も人種差別を
一般的に禁止する法律すら制定して来なかった。
　国連の人種差別撤廃委員会は、このような状況の我
が国に対し、2001（平成13）年以降数回にわたり、人
種差別撤廃条約4条の完全実施と差別禁止法の制定を
勧告して来たが、長らく立法に消極的であり続けた政
府は、2016（平成28）年、漸くヘイト・スピーチ解消



207第3　ヘイト・スピーチ問題

法（本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に
向けた取組の推進に関する法律）を制定するに至る。
同法は、「不当な差別的言動は許されないことを宣言」
し、人権教育や啓発活動を通じて差別の解消に取り組
むと定めた理念法で、ヘイト・スピーチを直接禁止し
たり、罰則を設けるには至っておらず、また「本邦外
出身者」「適法居住者」に保護の対象を絞っている点等、
問題点や実効性に疑問の面もあるが、ヘイト・スピー
チが人種差別に基づくものであり、許されるものでは
ないことを法的に明らかにした点で大きな意味があり、
我が国におけるヘイト・スピーチ対策の第一歩と評さ
れる。
　一方、これと相前後して、地方公共団体においても
ヘイト・スピーチ対策が進むこととなる。2015（平成
27）年1月に大阪市で制定された「大阪市ヘイトスピ
ーチへの対処に関する条例」（2016〔平成28〕年7月施
行）は、ヘイト・スピーチに対する啓発はもとより、
ヘイト・スピーチの拡散防止措置と共に、表現内容の
概要と表現活動を行った者の氏名又は名称等を公表す
ることとした。学識経験者等で構成する審査会が中
立・公平な立場からヘイト・スピーチ該当性等を審査
しており、既に公表例もある。
　また、2016（平成28）年6月2日、人格権に対する違
法な侵害としてヘイト・スピーチデモ禁止の仮処分決
定が横浜地裁川崎支部で言い渡されたが、これを契機
に川崎市では、2017（平成29）年11月、外国人に対す
る差別的言動、ヘイト・スピーチ問題の解消に向けて、
公の施設の利用許可に関するガイドラインを発表した
（2018〔平成30〕年3月施行）。続いて、2021（令和3）
年には、「川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条
例」（一部を除き2021〔令和3〕年12月16日施行）が制
定されているが、ここでは、本邦外出身者に対する不
当な差別的言動を禁止するとともに、本邦外出身者に
対する不当な差別的言動を行った者等が、再び同様の
行為を行い、又は行わせる明らかなおそれがあると認
めるに足りる十分な理由がある場合に、一定地域内及
び期間、市長がかかる言動等の禁止を勧告すること、
当該勧告に従わない者が、再び同様の行為を行い、又
は行わせる明らかなおそれがあると認めるに足りる十
分な理由がある場合には、一定地域内及び期間、市長
がかかる言動等の中止を命令することができる旨が規
定されている。この命令の違反に対しては罰則も設け

られている。
　さらに、東京都では、2018（平成30）年10月、「東
京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の
実現を目指す条例」が制定（2019〔平成31〕年4月施行）
され、京都府では「京都府公の施設等におけるヘイト
スピーチ防止のための使用手続に関するガイドライ
ン」が、2018（平成30）年3月に制定されている。
　2025（令和7）年6月には、人種差別の撤廃に取り組
む弁護士や研究者でつくる「外国人人権法連絡会」に
よってヘイト・スピーチ規制を含む包括的な「人種差
別撤廃法」のモデル案が公表された。同モデル案は、
ヘイト・スピーチのような差別的言動にとどまらず、
採用などの労働上の条件、医療や社会福祉、教育など
での差別的な取り扱いに該当する9つの行為類型を規
定し、直接的差別のほか間接差別も規制対象としてい
る。

5  ヘイト・スピーチに対する法規制の是非
　日本においても、上記のとおりヘイト・スピーチ解
消法や各条例等が制定されたことは大きな前進である
が、他方、表現の自由と、人種差別撤廃及び幸福追求
権の保障の調和に際して、至高の人権相互の慎重な衡
量が求められる場面でもある。この点、最判令和4年2
月15日民集76巻2号190頁は、「大阪市ヘイトスピーチ
への対処に関する条例」について、表現の自由が民主
主義社会を基礎づける重要な権利であることを認めつ
つも、それは無制限に保証されるものではなく、公共
の福祉による必要やむを得ない限度の制限を受けると
した上で、同条例による表現の自由に対する制限が上
記限度のものとして是認されるかどうかは、①本件各
規定の目的のために制限が必要とされる程度と、②制
限される自由の内容及び性質、③これに加えられる具
体的な制限の態様及び程度等を較量して決めるのが相
当と判示して、同条例が憲法21条1項に違反しないと
した。
　ヘイト・スピーチに対する法規制の是非については、
憲法学会や弁護士会内においても根強い慎重論がある。
しかしながら、現在日本において行われているヘイ
ト・スピーチは、もはや「不快」というレベルのもの
ではなく、表現の名を借りた、マイノリティに対する
明白な「人種差別」であり、これにより「人権侵害」
が発生し、「個人の尊厳」を著しく傷つけられている
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人たちが現に目の前に存在している。加えて、日本は、
前述のアメリカとは異なり（3参照）、ヘイト・スピー
チ規制だけでなく、ヘイトクライム法や人種差別禁止
法も存在しないことに注意が必要である。このような
現状に鑑みるとき、上記最高裁の判断は支持されるべ
きであろう。
　もっとも、その判断枠組みが妥当なものであるか、
また、他の自治体の条例においても同様の判断がされ
るのか、今後の司法判断の推移については慎重に見守
るべきであろう。刑事罰を科す全国初の川崎市の条例
は、街頭のヘイト・スピーチの抑止には効果があった
とされるが、他方で、ヘイト・スピーチの場は刑事罰
の対象とならないインターネットに変わっている。た
とえば、選挙を巡るインターネット上の投稿に差別的
な内容があふれかえる所謂「選挙ヘイト」も喫緊の課
題である。2025（令和7）年6月に実施された東京都議
選では、外国人にルーツを持つ候補がいるとして「日
本が日本でなくなる」「帰化人候補を落選させよう」
といった投稿が出回った。また、同年7月の参院選を
巡っては、外国人排斥論が飛び交った。これら投稿自
体の排外主義的差別性とともに、インターネット上の
言論空間が現実のヘイト・スピーチ等の土壌を形成し
ていることに目が向けられるべきである。

6 弁護士会等での検討状況と問題意識
　日弁連は、2015（平成27）年5月、国に対し「ヘイト・
スピーチ等の人種的差別に関する実態調査を行うこ
と」「人種的差別禁止の理念並びに国及び地方公共団
体が人種的差別撤廃に向けた施策を実行するに当たっ
ての基本的枠組みを定める法律の制定を求めること」
等を求めることを趣旨とした「人種等を理由とする差
別の撤廃に向けた速やかな施策を求める意見書」を理
事会で採択・決議し、ヘイト・スピーチが法的に許さ
れないものであるという理念を明確に打ち出した。
　二弁では、2018（平成30）年3月、「インターネット
上の人種差別的ヘイトスピーチ撲滅のために適切な対
応を求める意見書」を公表している。
　東弁は、更に一歩踏み込んで、2015（平成27）年9月、
「地方公共団体に対して人種差別を目的とする公共施
設の利用許可申請に対する適切な措置を講ずることを
求める意見書」と地方公共団体向けリーフレットを常
議員会で採択・決議し、地方公共団体に対し一定の要

件のもとでヘイト・スピーチ団体への公共施設利用を
拒否することを求めている。そして、2018（平成30）
年6月には、東弁は「地方公共団体に人種差別撤廃条
例の制定を求め、人種差別撤廃モデル条例案を提案す
ることに関する意見書」を常議員会で採択・決議し、
人種差別モデル条例案を公表して、ヘイト・スピーチ
等の人種差別的行為の撤廃に向けた運動を推進するに
至っている。さらに、2019（平成31）年3月には、東
京都の上記条例において公の施設の利用制限のための
必須の要件とされる迷惑要件を要件としないことを求
める声明（いわゆる迷惑要件〔施設に安全管理に支障
が生じる事態が予測されること〕を、「東京都オリン
ピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指
す条例」11条の要件としないことを求める会長声明）
を公表している。また、2020（令和2）6月には、「9.1
関東大震災朝鮮人犠牲者追悼式典のための公園占用許
可につき不当な誓約書の提出を条件とすることの撤回
を求める会長声明」を公表している。これは、都内の
公園で毎年開催される「9.1関東大震災朝鮮人犠牲者
追悼式典」の実行委員会に対し、東京都が、公園の占
用許可の条件として、公園管理者の指示に従わなけれ
ば、次年度以降、占用が許可されない場合があること
に異存がないといった内容の誓約書提出を求めたこと
について、2017（平成29）年以降、同時間帯に近接し
た場所で行われている朝鮮人虐殺の事実を否定する団
体による妨害行為が行われていることから、ヘイト・
スピーチを容認することにもなりかねないなどとして、
東弁として声明を出したものである。なお、2023（令
和5）年9月1日開催の追悼式典参加者に向かって当該
団体員が発した「おまえらゴミ」「日本に要らない」
等の言動について、東京都は、2024（令和6）年8月8日、
前述（4参照）の人権条例に基づきヘイト・スピーチ
と認定した。
　また、2024（令和6）年8月26日、日弁連は、前述（2
参照）のクルド人に対するヘイト・スピーチ問題を考
える緊急集会を弁護士会館講堂クレオにて開催し、映
像上映のほか、クルド人支援団体代表、ジャーナリス
ト、弁護士によるディスカッションが行われた。
　「表現・言論の自由」が最大限尊重されるべきこと
は当然であるが、人種差別行為としてヘイト・スピー
チが公然と行われている以上、現に傷つけられている
被害者を救済し人権侵害を防ぐために、厳格な要件の
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下での濫用の危険のない法規制の在り方を、我々法友 会としても、今後とも検討を進めてゆくべきである。

第4　一人一票の実現
1 投票価値の平等違反
　選挙権は議会制民主主義の根幹をなす基本的な政治
的権利であるが、憲法14条の「法の下の平等」は政治
的差別も禁止しており、選挙権の平等が投票価値の平
等（一人一票）も含むことは、憲法上明らかである。
選挙区割り等で完全な一人一票の実現が困難であると
しても、できる限り一人一票に近づけることは、憲法
上の要請である。
　このような憲法上の理念から、最高裁の2011（平成
23）年3月23日大法廷判決（民集65巻2号755頁）は、
衆議院選挙について、各都道府県にあらかじめ1を配
当するという1人別枠方式及びこの方式に基づく1対
2.3の較差を違憲状態であるとした。また、参議院に
ついても、最高裁の2009（平成21）年9月30日大法廷
決（民集63巻7号1520頁）は、1対4.86の較差は大きな
投票価値の不平等が存する状態であるとしている。ま
た、いずれの大法廷判決も、このような不平等を是正
するために、国会において速やかに適切な検討が行わ
れることが望まれるとしている。
　2012（平成24）年10月17日には、2010（平成22）年
7月11日に施行された参議院通常選挙が、最大で5倍の
投票価値の較差が生じていたことに対して事情判決に
より請求を棄却したものの、違憲の問題が生ずる程度
の著しい不平等状態に至っていたというほかはないと
し、参議院と衆議院とで投票価値の平等の要請に差は
ないことを明確にした。

2 合理的是正期間
　ところが、国会は、2011（平成23）年の大法廷判決
後1年9ヶ月にわたり、1人別枠方式を含めた選挙制度
を抜本的に見直さないまま、弥縫的な0増5減の定数調
整をしたのみで、2012（平成24）年12月16日に第46回
衆議院選挙が施行された。そのため、投票価値の較差
が最大で2.43倍に拡大しているとして、違憲無効確認
訴訟が提起された。
　最高裁は2013（平成25）年11月20日、「憲法の投票
価値の平等の要求に反する状態にあった」としつつ、

「憲法上要求される合理的期間内における是正がされ
なかったとはいえ（ない）」として、選挙を有効とした。
　これに対し、日弁連は同日、会長声明を発し、「裁
判所には司法権の担い手としてだけでなく、憲法の最
後の守り手としての役割が期待されている。」とした
上で、「今回の最高裁大法廷判決は民主主義の過程そ
のものが歪んでいる状態をさらに延長させてしまうも
のであって、裁判所が果たすべき職責に照らし不十分
なものと言わざるを得ない。」と判決を非難した。
　さらに、最高裁は、2014（平成26）年11月26日、
2013（平成25）年7月21日に施行された参議院通常選
挙が、最大で4.77倍の投票価値の較差が生じていたこ
とに対して、「違憲の問題が生ずる程度の著しい不平
等状態にあったものではあるが、本件選挙までの間に
更に本件定数配分規定の改正がなされなかったことを
もって国会の裁量権の限界を超えるものとはいえ」な
いとして、選挙を有効とした。
　また、最高裁は、2015（平成27）年11月25日、2014
（平成26）年12月14日に実施された衆議院選挙が、最
大で2.13倍の投票価値の較差が生じていたことに対し
て、「『1人別枠方式』廃止の趣旨に沿った選挙制度の
整備が十分ではない」として、投票価値の平等に反す
る状態にあったとしたが、「是正のための合理的期間
を経過したとまではいえない」として、違憲状態とす
るにとどめた。
　2017（平成29）年10月22日に実施された衆議院選挙
について最高裁は、2018（平成30）年12月19日、「各
都道府県への定数配分を人口に比例した方式の一つで
あるアダムズ方式」の導入、「0増6減」の経過措置を
採るとともに選挙区割りの改定を行うことで、最大較
差を1.98倍として、初めて2倍を下回ったことについ
て、「投票価値の平等を確保するという要請に応えつ
つ、挙制度の安定性を確保する観点から漸進的な是正
を図ったものと評価することができる。」として、「憲
法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったとい
うことはできない」として合憲の判断を下した。
　2021（令和3）年10月31日に実施された衆議院選挙
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では、「アダムズ方式」を導入した後も2.08倍の較差
が生じた点について、最高裁は、2023（令和5）年1月
25日、「自然的な人口異動以外の要因によって拡大し
たものというべき事情はうかがわれないし、その程度
も著しいものとはいえないから、上記の較差の拡大を
もって、本件選挙区割りが本件選挙当時において憲法
の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていたも
のということはできない。」としたうえで「憲法の投
票価値の平等の要求に反する状態にあったということ
はでき（ない）」として、合憲の判断を下した。
　2024（令和6）年10月27日に実施された衆議院議員
選挙でも2.06倍の較差が生じているが、2025（令和7）
年3月7日、一連の訴訟で最後の判決言渡しとなった福
岡高裁が合憲との判断を下し、16件の高裁判決全てが
「合憲」としている。今後、最高裁の判断がなされる
予定である。

3 合区解消のための憲法改正の動き
　前述したように、2012（平成24）年10月17日の最高
裁判決が参議院と衆議院とで投票価値の平等の要請に
差はないことを明確にし、「より適切な民意の反映が
可能となるよう、都道府県を選挙区単位とする方式を
見直すなど、現行の選挙制度の仕組み自体を早急に行
うべき」と指摘したことを受け、一票の較差を是正す
るために、2016（平成28）年7月の参議院選挙では、
人口の少ない島根県と鳥取県、高知県と徳島県がそれ
ぞれ「合区」され、都道府県単位の選挙区という従来
の選挙区割り変更が導入された。
　そして、この参議院選挙に対する2017年（平成29）
年9月27日の最高裁判決は、合区導入で較差が縮小し
たことを評価し、1対3.08の較差について、「著しい不
平等状態」ではないとした（そのこと自体には「一人
一票の理念からすればそれでも著しい不平等と言え
る」等の批判も強くある。）。
　ところが、この合区の導入に対しては、「民意の反
映や政治へのアクセスの面での地域間格差、地域住民
の不平等感や不満などをもたらす」「これまで参議院
は、都道府県ごとに集約された意見を国政に反映させ
る場となってきたが、合区の導入によって、民意を生
かす機能が後退し、合区の対象の4県のみが県単位の
民意を国政に届けることができなくなった」等の批判
がなされ、全国知事会や多数の県議会でも合区の早急

な解消等を求める決議がなされるに至っている。
　そのような中で、自民党の憲法改正推進本部（2021
〔令和3〕年11月に憲法改正実現本部へと改組）は、
2018（平成30）年3月24日に明らかにした4項目の憲法
改正の条文イメージ（たたき台素案）の中で、その一
つとして憲法改正による合区解消を打ち出し、憲法47
条を改正して「…選挙区を設けるときは、人口を基本
とし、行政区画、地域的な一体性、地勢等を総合的に
勘案して、選挙区及び各選挙区において選挙すべき議
員の数を定めるものとする。」「参議院議員の全部又は
一部の選挙について、広域の地方公共団体のそれぞれ
の区域を選挙区とする場合には、改選ごとに各選挙区
において少なくとも一人を選挙すべきものとすること
ができる。…」とすることを提案している。
　その趣旨について、自民党憲法改正実現本部の解説
では、「一票の較差をできるだけ少なくすることは憲
法14条の『法の下の平等』の要請だが、これを徹底す
ると、過疎化の推進による人口減少が著しい地域では、
選挙区が広域となり身近な議員を出せなくなってしま
う。その最たるものが合区であり、身近な代表を出せ
ないことで地域の民意の反映が著しく阻害される。一
方、人口が集中する都市部では、選挙区が細分化しす
ぎ、既に自治体の首長よりも小さな選挙区で国会議員
を選ぶ事態が生じている。こうした傾向は、今後、さ
らに顕著になっていく。」「投票価値の平等の確保に偏
ってしまっている現在のアンバランスを解消するため、
国会の章（第4章）の選挙に関する事項を定める規定（47
条）において、人口を基本としつつも、行政区画、地
域的な一体性、地勢等を総合的に勘案する旨、明記す
るとともに、地方自治の章（第8章）において、基礎
自治体と広域自治体を明確に位置付ける必要がある。」
等とされており、憲法改正によって、憲法14条の「法
の下の平等」の例外として、選挙の際の選挙区割りに
は人口比例による「投票価値の平等」が必ずしも憲法
上要請されないことにしようとしている。
　しかしながら、このような合区解消の根拠付けのた
めの憲法改正の動きは、憲法14条が「すべて国民は、
法の下に平等であって、……政治的、経済的または社
会的関係について、差別されない。」とする理念に真
っ向から反するものであり、また議員に地域代表的な
性格を付与するというのは、憲法43条1項が「両議院は、
全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。」
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と定めることと矛盾することにもなりえる。
　なお、選挙区間の「1票の較差」が最大3.00倍だっ
た2019（令和元）年7月の参議院選挙について、最高
裁は2020（令和2）年11月18日、「国会の較差是正の取
組が大きな進展を見せているとはいえない。」と批判
したものの、「国会の較差是正の姿勢が失われたと断
じることはできない。」として合憲の判断をした（も
っとも、4名の裁判官が違憲状態又は憲法違反である
と意見を述べている。）。また、2023（令和5）年10月
18日、最高裁は、2022（令和4）年7月に実施された参
議院選挙について、定数配分規定（最大較差3.03倍）
が憲法に違反するに至っていたということはできない
という「合憲」判決を言い渡した（ただし、違憲とす
る反対意見1名、違憲状態とする意見2名あり。）。これ
に対し、日弁連は、同日、「当連合会は、これまで、
投票価値の平等を実現するよう、国に対して一貫して
求めてきた。本判決を受けて、改めて、直ちに公職選
挙法を改正し、選挙制度の抜本的な見直しを行うよう
求めるものである。」という内容の「参議院選挙定数
配分に関する最高裁判所大法廷判決についての会長声
明」を発出している。
　2025（令和7）年7月20日に実施された参議院選挙で
は、最大較差が3.13倍と拡大しており、今後、裁判所
の判断が待たれる。

4 まとめ
　憲法14条の「法の下の平等」の要請による投票価値
の平等（一人一票）は、議会制民主主義にとっては極
めて重要であり、我々は、今後も投票価値の平等の保
障を強く訴えていくべきである。そのためには、上記
のような「合区解消のための憲法改正」は認められる
べきではなく、今後も国に対し、直ちに衆議院選挙に

おける1人別枠方式を廃止するとともに、衆参いずれ
の選挙についても、選挙区別議員1人当たりの人口数
をできる限り1対1に近づける選挙区割の見直しを実現
するよう、求めていくべきである。
　衆議院選挙に関する2021（平成30）年最高裁判決の
林景一裁判官の「投票価値の平等の重要性に鑑みて、
「約2倍」を最終目標と考えるのは適当ではなく、約2
倍もの最大較差が恒常化することは、投票価値の平等
を実質的に損なうものというほかない。」「私は、投票
価値の平等化については、確かに政治的な困難があっ
て漸進的なものとならざるを得ないとしても、それは
代表民主制の根幹に関わる重要な憲法問題であるので、
本判決の結果をもって事足りることはなく、正に「絶
えず活発に」その改善を目指すべきものであると考え
る。」という反対意見、同じく衆議院選挙に関する
2023（令和5）年最高裁判決の山口厚裁判官の「現行
憲法上、衆議院議員の選挙において、有権者には、単
に形式的に同じ票数の投票権が付与されているにとど
まらず、等価値の投票権が付与されていると考える。
したがって、立法者は、1票の価値の較差がない状態
をデフォルトとして制度設計しなければならないこと
になる。・・・私見においても、投票権といえども公
共の福祉による制約に服するので、完全に1対1の状態
が実現できるわけではない。しかし、立法者は、1票
の価値の不平等が、公共の福祉による制約としてやむ
を得ないことについて説明責任を負うことになり、投
票価値の不均衡が、合理性を欠く制約によりもたらさ
れていれば、違憲といわざるを得ない。」という反対
意見に照らして、投票価値ができる限り平等になるよ
うに国会が責任を果たしているかを注視しなければな
らない。

第5　憲法改正問題（総論及びこれまでの動き）
1 改憲への動き
　改憲勢力の中心となる自民党では、1955（昭和30）
年の保守合同以来、改憲を党是として掲げてきたが、
冷戦終結以降、アメリカの新たな軍事・安保戦略に沿
うかたちで、海外派兵や集団的自衛権行使、有事法制
整備等を正当化する改憲論議が活発化した。「集団的

自衛権行使ができないなら憲法改正した方が望まし
い」と主張する小泉首相の下で、イラク派兵特措法等
が制定され、自民党では、2005（平成17）年11月には、
憲法9条2項改正を含む「新憲法草案」が策定された。
小泉政権を継承して2006（平成18）年に発足した第一
次安倍政権下では、防衛省の設置、イラク派兵特措法
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の延長とともに、2007（平成19）年には、後述（第6・
1参照）のとおり、憲法改正手続法が制定された。
　2012（平成24）年4月、当時野党であった自民党は、
憲法9条全面改正、緊急事態条項新設等を含む全面改
憲案「日本国憲法改正草案」（以下「憲法改正草案」
という。）を策定。同年12月の総選挙によって発足し
た第二次安倍政権は、任期中の改憲を唱え、改憲発議
要件を各議院総議員の3分の2から過半数に引き下げる
憲法96条先行改憲を提案し、自民党は、先の憲法改正
草案を事実上棚上げするかたちで改憲4項目（9条への
自衛隊明記、緊急事態規定・参院選の合区解消規定・
教育の充実規定の新設）の「条文イメージ（たたき台
素案）」（以下「改憲4項目素案」という。）を2018（平
成30）年3月に発表した。
　また、第二次安倍政権は、2013（平成25）年12月に
は、積極的平和主義を掲げた「国家安全保障戦略」、
2014（平成26）年4月には、武器輸出三原則を撤廃す
る「防衛装備移転三原則」、そして、同年7月には、そ
れら安全保障政策を正当化するものとして、集団的自
衛権行使容認の閣議決定を行っている。これらは閣議
決定による実質的な解釈改憲と評価されよう。
　2021（令和3）年10月に発足した岸田政権では、安
倍政権と同様に任期中の改憲が唱えられ、また、菅政
権下の同年5月に憲法改正手続法の改正法が成立した
ことを受けて、自民党を含む改憲会派の主導の下で国
会の憲法審査会が定期的に開催されることとなり、後
述のとおり、改憲4項目素案のうち、特に緊急事態条
項に関する議論が進められている（3（3））参照）。
2024（令和6）年8月には、緊急事態条項新設に加えて、
9条への自衛隊明記についても、最初の国民投票の対
象としたい旨の表明が岸田首相から示された。
　一方、2022（令和4）年12月には、中国による台湾
有事、ロシアによるウクライナ侵攻、北朝鮮の核の脅
威など「我が国は戦後最も厳しく複雑な安全保障環境
に直面している」として、岸田政権は、「国家安全保
障戦略」「国家防衛戦略」「防衛力整備計画」のいわゆ
る安保三文書（以下「安保三文書」という。）の改定
を閣議決定し、そのなかで、他国領域への弾道ミサイ
ル攻撃等の「敵基地保有能力（反撃能力）」の保有・
活用を明記するとともに（第11参照）、2023（令和5）
年度から2027（令和9）年度の5年間の防衛予算の総額
を43兆円程度とし、2027年度の防衛費をGDPの2％と

する方針を示した。加えて、2024（令和6）年3月には、
安倍政権下の「防衛装備移転三原則」をさらに緩和し、
共同開発戦闘機を共同開発国やライセンス元以外の第
三国にも輸出しうるとする運用指針の改定を閣議決定
した（後述第12・4参照）。
　明文改憲の動きと平行して、閣議決定による実質的
な解釈改憲がますます進行しているのが現状と言えよ
う。

2 基本的問題の整理
（1） 日本国憲法の普遍と特異
　1947（昭和22）年5月3日に施行された日本国憲法は、
2024（令和6）年に77年目を迎えたが、歴史上、70年
以上存続した成文憲法は、18世紀から数えて26典ある
ものの、未改正のままであったのは日本国憲法のほか
には1943年に失効したイタリア王国憲法だけであると
される。
　憲法の各人権条項の規定について、制定時から現代
にいたるまで情報通信技術の発達や、家族や性の在り
方に関する社会通念の変化や社会情勢の変化にもかか
わらず、最高裁判所はもとより、地方裁判所や家庭裁
判所の裁判官たちがその良心に従い、個別具体的な事
件において解釈によってこれを補い、憲法上の人権保
障を現代においても通用するものとしてきた。日本国
憲法の持つ普遍的価値観である個人の尊重、基本的人
権の尊重、平和主義の実現のために弁護士も目の前の
依頼者の抱える人権問題や社会問題を時には裁判を通
じて、時には立法を通じて解決するために尽力してき
たところである。
　ところが、日本国憲法が制定後約80年にわたり、改
正されてこなかったことをもって、特異性を強調し、
憲法の現代化を求める声が改憲勢力からあがる。自民
党の「憲法改正素案」Q＆Aにおいては、「世界の国々
は、時代の要請に即した形で憲法を改正しています」
と強調されているが、改憲勢力から提示される憲法改
正の必要性や憲法事実の有無については、今後も厳し
く吟味されなければならない。
（2） 憲法改正限界論
　日本国憲法の改正には、憲法上に明記された手続に
従ってなされなければならないという手続的制約が存
在するが（96条）、そのほかに、実体的な内容面での
制約があるかないかについて（憲法改正限界論）、通
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説である憲法改正限界説は、そもそも憲法改正には法
的限界があり、憲法の基本原理に属する内容を変更す
ることはできないとする。その根拠については諸説あ
るが、憲法改正限界説の通説的見解は、「国民主権」「基
本的人権の尊重」「恒久平和主義」という基本原理を
限界内容と解する。また、96条の憲法改正の国民投票
制も、それを廃止することは国民主権原理をゆるがす
ため認められないと解する見解もある。
　一方、憲法の平和主義（前文、9条1項）の改正には
限界があるとしても、「戦力」不保持を定めた9条2項
を修正しえないか否かは議論があり、通説は、平和主
義と軍隊の存在は必ずしも矛盾するものではないので、
9条2項の改正までは不可能とはしていない（芦部信喜
『憲法学 Ⅰ憲法総論』1992年、有斐閣、78頁）。この
通説の立場からは、後述の「自衛隊加憲」（第8・1以
下参照）も一応は改正限界内といえることになる。
　仮に、改正限界を超えた改正が行われた場合、裁判
所は違憲審査を行いうるかも問題となる。すなわち、
国民投票により主権者の意思が表明された以上は、こ
れを審査しうる憲法上の権力は存在しないのでないか
という問題である。改正限界を肯定する学説のなかで
あっても見解は分かれており、憲法改正限界論として
解かれている主張は、限界をふみこえるような憲法変
更に対して事前の予防的効果を持つにとどまるという
予防効果説（樋口陽一『憲法〔第四版〕』2021年、勁
草書房、81頁）、改正限界を逸脱して行われた憲法改
正であっても、手続的には合法であり、実効性を否定
することができないが、「無効な新憲法への忠誠を拒
否する」という国民の抵抗権を認めるべきとする抵抗
権説（前掲・芦部79頁）、憲法改正の違憲審査を行う
ことは、「国民投票を行う国民」の上位にある「憲法
制定権力を持つ主権者国民」が裁判所に委託した司法
権の責務であると解する違憲審査可能説（高橋和之『体
系 憲法訴訟』2017年、岩波書店、147頁）などがある。
この違憲審査可能性によれば、改正限界をこえる憲法
規定に基づく命令や権利侵害を受けた者は、命令の差
し止めを求める手続きや損害賠償を求める訴訟のなか
で、憲法改正無効を争うことができると考えられる。
また、改正限界をこえる改憲発議にも続く国民投票は、
「管理執行につき遵守すべき手続きに関する規定に違
反」するものとして、国民投票法128条1項1号の国民
投票無効訴訟の対象になるという解釈も可能とする見

解もある（木村草太『増補版　自衛隊と憲法―危機の
時代の憲法議論のために』2022年、晶文社、26頁）。

3 憲法改正論に対する検討
（1） 改憲論の特徴と憲法改正草案の評価
　ところで、現在主張されている改憲論のほとんどは、
「国民主権、基本的人権の尊重、恒久平和主義」とい
う日本国憲法の基本原理を形式的には維持している。
　しかし、現在の改憲論をつぶさに検討すると、9条2
項の改正（ないしは無意義化）と96条の改正を求めて
いるものが多く、さらに、家族愛、郷土愛、愛国心を
強調するなどして、「個人」を後退させ、実質的には
日本国憲法の基本原理やその根底にある理念を大きく
後退させる疑いがある（そこにいう「家族愛」は、「個
人の尊厳」の内容をなす「両性の平等」をさらにジェ
ンダーバイアスの解消に向かう現代的な方向性などと
は、逆行するものであるといえよう。）。
　特に、2012年策定の自民党による憲法改正草案は、
日本国憲法の基本理念を大きく後退させるものである。
すなわち、前文冒頭が「日本国民」ではなく「日本国」
で始まり、しかも「天皇を戴く国家」と規定し、「国
と郷土を誇りと気概を持って守り」などと謳い、本文
において天皇を「元首」と定め、天皇の憲法尊重擁護
義務を外し、逆に国民に憲法尊重義務を課しており、
日の丸・君が代が国旗国歌である旨の明記と、国民の
これに対する尊重義務を規定し、国防軍の保持と自衛
目的以外の活動及び海外派兵を可能とする9条の2を創
設し、「公益及び公の秩序」によって人権制限を強化
して表現の自由・結社の自由を制限する一方、政教分
離は緩和し、緊急事態に関する規定を置き、憲法改正
手続を緩和する等を骨子とするものである。これらを
全体としてみると、憲法の基本原理である「国民主
権」、「基本的人権の尊重」及び「恒久平和主義」を後
退させるものであって、日本国憲法との同一性を欠く
おそれがあり、改正の名を借りた、実質的な新憲法の
制定を企図するものともいえよう。
　自民党自身も、近時は改憲4項目素案に傾注し、批
判の強いこの憲法改正草案を棚上げする意向を示して
いるが、この草案こそ、自民党が目指す憲法改正の方
向性を端的に指し示すものであり、改憲4項目素案も
この憲法改正素案を踏襲するものであって、一旦棚上
げされたとしても撤回されたわけではなく、真の意図
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を体現するものとして、常にその存在を意識し続けな
ければならないであろう。
　なお、「憲法を一から創り直す」を旗印に参政党が
2025（令和7）年5月に公表した「新日本憲法（構想案）」
は、「元首」は天皇であり、国が「主権」を有し、「日
本を大切にする心」を国民の要件とする一方、基本的
な人権規定及び統治規定が縮減されている。2024（令
和6）年10月の衆院選後は、改憲勢力の議席が3分の2
を割ったため、改憲勢力が衆院の憲法審査会等で主導
権を握れない状況が続いていたが、2025（令和7）年7
月の参院選において参政党が14議席を獲得したことな
どが、今後の改憲議論にどのような影響を及ぼすかに
は着目する必要がある。
　そして、例えば、上記の憲法改正草案よりも緩和さ
れた内容の改正案が出されたとしても、当草案との対
比によって批判を鈍磨させることなく、憲法の基本原
理を擁護する立場からの厳しい批判を怠ってはならな
い。
（2） 立憲主義と改憲論
　自民党による憲法改正草案Q＆Aによると、立憲主
義と国民の義務について、「立憲主義は国民に義務を
課すことを否定するものではない。」として、両者が
あたかも矛盾しないかにごとく説明している。さらに、
そもそも、天賦人権説に立たないともいう。これらの
ことは、憲法改正草案が憲法の制限規範性という近代
立憲主義の基本から外れてしまうことを覆い隠すだけ
でなく、憲法は権利の章典であるという本質と齟齬す
るものであって、当草案は、立憲主義の観点からみて
も、日本国憲法の基本理念を大きく損なうものである
と言わざるを得ない。
　我々は、立憲主義が、近代市民社会以来幾多の試練
を乗り越えて形成されてきた憲法を支える根本原理で
あり、人類の歴史的英知であることを再確認し、これ
を後退させる改正論は、毅然と拒絶するものである。
（3） いわゆる緊急事態において国会議員の任期延長を

可能とする改憲について
　2023（令和5）年、第211回国会の衆議院の憲法審査
会において、「武力攻撃、内乱・テロ、大規模自然災害、
感染症の蔓延その他これらに匹敵する事態」（以下、
「緊急事態」という。）が発生し、広範な地域において、
70日を超えて適正な選挙の実施が困難である場合に、
国会の機能を維持するために、国会議員の任期を出席

国会議員の3分の2以上の多数の賛成により、6ヶ月間
任期を延長することができ、再延長も可能であるとす
る憲法改正条文案が集中的に審議され、改憲原案をと
りまとめて他の項目に先行して憲法改正を発議すると
いう動きが進行している。
　これは、憲法54条第1項が、衆議院の解散後40日以
内に総選挙を実施し、その後30日以内に国会を召集し
なければならないとし、その間に「国家に緊急の必要
があるとき」に内閣が参議院の緊急集会を求めること
ができるとしていることから、衆議院の「解散」では
なく「任期満了」の後に「国家に緊急の必要」が起き
た場合や、「国家に緊急の必要が」70日を超えて継続
した場合には、参議院の緊急集会は開催を求めること
ができないと解釈して、このよう条項を盛り込もうと
するものである。
　しかし、憲法54条の趣旨は、内閣の専権である解散
権を行使した場合でも、重要な事態においては国民主
権をないがしろにすることなく、国民の代表者の意向
を尊重すべきであるとするものであって、「任期満了」
場合や、「国家に緊急の必要が」70日を超えて継続し
た場合において、参議院の緊急集会は開催を求めるこ
とができないものとする趣旨ではないはずである。む
しろ、解散権行使の場合以外は、たとえ「国家に緊急
の必要がある場合」にであっても参議院の緊急集会を
開催することができないと限定的に解することは、憲
法の国民主権・国民代表の趣旨に反すると解すべきで
あろう。
　そして、この改正規定案は、「緊急事態」であるか
否かの判断を内閣に委ねており、また、衆議院の議席
構成が時の内閣に有利である場合に、それを恣意的に
利用することで主権者である国民の選挙権の行使を長
期間妨げ、国民主権という民主主義の根幹を揺るがす
弊害が生じるおそれもある。
　したがって、かかる改正については、必要性がない
ばかりか、国民主権をも侵害するものであって、東弁
は、以上の理由から、2023（令和5）年12月6日付けで
「緊急事態時に国会議員の任期延長等を認める憲法改
正に反対する意見書」を発出した。
（4） 弁護士会の基本的な立場
　弁護士の中にも、憲法改正問題については、多様な
意見があるが、憲法の基本原理を損ない、立憲主義に
反する改憲論については、法の支配の担い手たる弁護



215第6　憲法改正手続法の問題点

士と弁護士会の責務としてこれを批判し、国民に広く
理論的な提言を行うべきである。
　2005（平成17）年11月に鳥取市で開催された第48回
人権擁護大会においては、「立憲主義の堅持と日本国
憲法の基本原理の尊重を求める宣言」を採択し、2008
（平成20）年10月に富山市で開催された第51回人権擁
護大会においては、「平和的生存権及び日本国憲法9条
の今日的意義を確認する宣言」を採択し、2013（平成
25）年10月3日広島市で行われた第56回人権擁護大会
においては、「なぜ、今『国防軍』なのか－日本国憲
法における安全保障と人権保障を考える－」をテーマ
とするシンポジウムを行い、「恒久平和主義・基本的
人権の意義を確認し、『国防軍』の創設に反対する決議」
を出席者874名中反対1名棄権1名という圧倒的な賛成
によって採択した。
　これらの宣言は、いずれも、立憲主義の理念、及び
日本国憲法の基本原理である恒久平和主義を堅持すべ
きことを強調しているのであり、その意味で、これら
の原理を後退させる改憲論に対しては、厳しく批判す
る立場に立つものである。
　このような問題意識の下で、すでに述べた通り、東
弁は、2019（平成31）年2月13日に、「いわゆる『9条
の2』改憲案について、立憲主義の理念と平和主義及
び人権保障の観点から問題点を指摘し、懸念を表明す
るとともに、国会に対し熟議を求める意見書」を発出
した。

　しかし、この意見書は、「問題点の指摘」にとどめ、
「反対する」のではなく「熟議を求める」という表題
とされており、弁護士会における「政治的問題に関す
る決議」に関する批判的な意見への配慮からか、若干
の躊躇が見られるように思われる。多様な意見を尊重
することは、もちろん、民主的な会務運営の基本であ
るが、あくまでも、法理論的な立場から、「人権擁護
と社会正義の実現」のために批判的姿勢を維持するこ
とは、すでに述べた通り、国民に対する責務であるか
ら、萎縮することのないよう毅然とした姿勢を維持し
なければならない。
（5） まとめ
　我々は、憲法の基本原理を軽視する安易な改憲論を
許さず、立憲主義や憲法の基本原理の重要性を訴え続
けていく必要がある。そして、これに反する改憲論に
対しては、毅然とした理論的批判と活動を展開してい
かなければならない。
　特に、恒久平和主義を軽視する改憲論に対しては、
戦争は最大の人権侵害行為であることを踏まえて、「…
今、我が国に求められているのは、何よりも日本国憲
法が目指す個人の尊重を根本とした立憲主義に基づく
基本的人権の保障であり、軍事力によらない平和的方
法による国際的な安全保障実現のためのリーダーシッ
プの発揮である。」とする広島人権大会宣言の趣旨に
則った反対意見を表明するものである。

第6　憲法改正手続法の問題点
1 憲法改正手続法の施行に至る経緯と問題
点

　憲法改正のための国民投票の手続を定める憲法改正
手続法は、2007（平成19）年5月に成立したものの、
参議院の特別委員会で18項目に亘る附帯決議が付けら
れるなど極めて不十分なものである。
　日弁連も、2009（平成21）年11月18日付で「憲法改
正手続法の見直しを求める意見書」を発表し、その中
で、8項目に亘る見直しを求めているが、特に「最低
投票率」の問題と「有料意見広告放送についての賛成・
反対の実質的公平性の確保」の問題は、国民投票にお
いて主権者たる国民の真摯な検討に大きな影響を与え

かねない重要な問題である。
　日弁連は、憲法改正手続法が施行された2011（平成
23）年10月27日にも「当連合会はあらためて憲法改正
手続法の抜本的見直しを強く求めるものである。」と
の会長声明を出し、東弁も、2011（平成23）年11月8
日に「あらためて憲法改正手続法の抜本的見直しを求
め、これがなされないままに憲法改正の審議がなされ
ることに強く反対する。」旨の会長声明を出している。
そして、2014（平成26）年4月になされた一部改正（投
票年齢の18歳自動的引き下げ）の際にも、日弁連は同
年6月13日付で「2009年意見書で指摘した8項目等につ
いて改めて議論を尽くして法整備を行うことを求め
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る。」との会長声明を発表している。
　しかしながら、その後も日弁連が求めた8項目の問
題点に対する法の見直しは全くなされることなく、
2017（平成29）年以降、俄かに憲法改正への動きが政
界において自民党を中心に活発化してきた。これに対
し、日弁連は、2018（平成30）年5月25日の定期総会
において、2009（平成21）年年意見書が指摘した8項
目の見直し課題、とりわけ「投票日の14日前より以前
の有料意見広告放送に何らの規制がないこと」「最低
投票率の定めのないこと」について、憲法改正の発議
の前にこれらの問題点の見直しを行うことを求める決
議を行った。また、同じく2018（平成30）年6月27日
にも、「2009年意見書や上記総会決議で挙げた課題が
取り上げられておらず、とりわけテレビ等の有料意見
広告規制及び最低投票率制度の見直しが早急に必要で
ある。」旨の日弁連会長声明が出され、2018（平成30）
年5月30日には東弁からも「憲法改正手続法の『有料
意見広告規制』・『最低投票率』・『過半数の意味』等に
ついて抜本的改正を求める会長声明」がなされている。

2 早急に解決されるべき問題点
（1） テレビ・ラジオ等における有料意見広告放送の在

り方について
　現行の憲法改正手続法は、憲法改正案とそれに対す
る賛成意見及び反対意見を国民に知らせる公的機関と
して広報協議会を設置するものとされ、公費によるテ
レビ・ラジオを利用した広報については、賛成・反対
双方に「同一の時間数及び同一の時間帯を与える等同
等の利便を提供する」ことで、その公平性を確保しよ
うとしている。しかしながら、それ以外の個人や団体
（政党を含む）によるテレビ・ラジオによる有料の意
見広告の放送については、賛成・反対の投票を勧誘す
る意見広告（国民投票運動）は投票の14日前から禁止
されるものの、それ以外の規制は一切なく、単なる意
見表明広告は投票当日でも許されている。
　これは、表現の自由を考慮してのものと思われるが、
憲法改正事項についての賛成・反対の意思表明自体は、
表現の自由としてその内容や機会は尊重されなければ
ならないものの、他方、我が国の最高規範である憲法
の改正についての国民投票である以上、賛成・反対の
判断の材料となる根拠や資料の提供は、国民に対し実
質的に公平になされることが要請され、そのためには

表現媒体の特性によって一定のルールは必要であろう。
　特に、地上波テレビ放送のCMの影響力は、年配者
のみならず一般大衆に対しては今でも極めて大きく、
中でも15秒・30秒のスポットCMは視覚や聴覚による
イメージや感情の操作・刷り込み効果が大きく影響力
が大きいと言われている。ところが、現在のテレビ等
のCM業界の仕組みは、有力な大手広告代理店が視聴
率の高い時間帯のCM枠を独占していると言われてお
り、そのような広告代理店と強いパイプを持ち財力の
ある者のみが、視聴者に影響力の大きい時間帯に大量
の意見広告放送を流すことが可能となっている。従っ
て、現行法のままでは、改正発議後投票日まで、テレ
ビ等の放送媒体においては、憲法改正案の賛否に関し、
いずれかに偏重した意見表明CM（これは2週間前も
禁止されない）が視聴者に影響力の大きい時間帯に流
される事態も想定され、投票行動がその影響を強く受
けるおそれがある。
　従って、これらのテレビ等の有料意見広告放送につ
いては、その影響力の大きさを考えれば、憲法改正の
賛成・反対の両方の意見を公平（同一時間帯に同一の
量）に放送できるようにするシステムが、本来的には
必要であろう。そして、そのような公平な放送システ
ムは、民間の放送事業体の方で自主的に作成すること
が本来は望ましいが、残念ながら日本民間放送連盟は
既にそのような自主規制は行わない旨を宣言しており
（営業的にも技術的にも困難が伴うことは事実であろ
う。）、そうであれば一定の法規制も検討されるべきで
ある。
　例えば、アメリカでは、テレビ・ラジオ等のCMに
ついては規制がなく、前述の公平原則も排除されてい
ることから、特にネガティブキャンペーンの否定方向
への誘導作用の強さが報告されている。一方、国民投
票が盛んなスイスでは、テレビ・ラジオ等のCMが禁
止されているため、文書・ポスター等のプロパガンダ
の影響が強くなっていると言われている（福井康佐『憲
法改正国民投票』2021年、晃洋書房、131頁参照）。
　現在、日弁連では、テレビの有料意見広告放送の禁
止期間を投票前14日間に限定せずもっと拡大する方法
や全面禁止にする方法、公費による無料意見広告放送
を拡大する方法等が検討されているが、表現の自由と
の関係を精査しながら、弁護士会より法規制の在り方
を提起すべきである。
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（2） 「最低投票率」と「投票の過半数」について
　憲法96条1項は、憲法改正のための国会の発議につ
いては各議院の「総議員の3分の2以上の賛成」という
厳格な要件を課しているが、国民投票の議決について
は「投票の過半数の賛成」と定めるだけのため、現行
法上は、有効投票（白紙も除く）の過半数と解釈され、
投票率についても何ら法的な規定はない。
　しかしながら、投票率が低かった場合、投票権者の
ほんの一部の賛成により憲法改正が行われることとな
ってしまい（たとえば、投票率40％の過半数で決まっ
た場合、有権者全体の約20％で憲法改正が認められる
ことになってしまう。）、それでは主権者たる国民の意
思が十分反映された改正といえるのか、その正当性に
重大な疑義が生じてしまう。憲法が我が国の最高法規
であり全国民の自由や平和を享受する権利を定める基
本法であることを鑑みるとき、またそれで主権者たる
国民の多くの意思に基づく改正といえるのかを考える
とき、投票率に何も規制がないという現行の改正手続
は、やはり大きな不備があるものといわざるをえない。
　世界各国をみても、投票案件や国民投票運動の盛り
上がりにもよるが、一般的に、国民投票は、国政選挙
に比べて投票率が低くなる傾向がみられる。また、投
票案件が難解であったり、4つ以上の投票案件に対し
て投票することが求められたりする場合は、国民に対
して過大な要求を課すことによって、投票率はより低
くなることが推定される（前掲・福井、170頁参照）。
　日弁連では、かつて「全有権者の3分の2」という投
票率を提案しているが、いずれにしても「国民の意思
が十分反映された」と評価できる国民投票となるよう
な「最低投票率」を法により定めることは、不可欠で
ある。
　これに対し、「最低投票率」を定めるとボイコット
運動が起こりかねないという反対論があるが、ボイコ
ット（棄権）もまた「賛成でない」という意思表示の
一つであり何ら否定されることではないし、全国的な
国民投票でそのようなことが可能とも思われない。
　また、「投票の過半数」の意味についても、実際の
投票の際の白票や無効票も「改正案に賛成ではない」
という意味での意思表示の一つであり、憲法改正の重
大性を考えれば、憲法改正の国民投票においてはそれ
らも含めた過半数で決めるよう法で規定することも、
十分検討されるべきである。

3　2021（令和3）年6月の「憲法改正手続
法の一部を改正する法律」の成立

　2021（令和3）年5月11日、憲法改正手続法の一部を
改正する法律（以下、「本改正法律」という。）案が与
野党多数で衆議院本会議で可決され、さらに同年6月
11日に参議院本会議でも同様に可決されて、本改正法
律は成立した。しかし、本改正法律は、公職選挙法改
正に合わせて投票環境の整備等に関する規定を改正す
るにとどまっており、「施行後3年を目途に、必要な法
制上の措置その他の措置を講ずるものとする」との付
則はあるが、そこでは、わずかにテレビ放送有料広告
及び有料意見広告の制限（インターネットも含む）に
言及されているにとどまり、そのほかの重大な問題点
については触れられていない。
　そもそも、憲法改正手続法が制定された2007（平成
19）年5月の時点で、参議院は「テレビ・ラジオ等の
有料広告について公平性・中立性が確保されるべきこ
と」「最低投票率の規定を設けること」等の18項目に
わたる附帯決議をし、さらに2014（平成26）年6月の
一部改正の際にも参議院憲法審査会で20項目もの附帯
決議がなされ、重大な検討課題が数多く残されていた。
にもかかわらず、本改正法律では、それらの問題点が
何ら検討されておらず、公職選挙法改正に合わせた7
項目の改正にとどめたことは、国会が自らの附帯決議
をないがしろにするものといわざるをえない。
　前述したように、日弁連や東弁は、これまで幾度も
意見書や会長声明で重大な検討課題を指摘してきたが、
特に「テレビ・ラジオ等における有料意見広告放送」
「最低投票率」「投票の過半数」の各項目を現行制度の
ままとして憲法改正国民投票が行われた場合、憲法改
正の最終的な意思決定権者である主権者たる国民の意
思を公正かつ十分に反映したものとは到底言い難い事
態が生じる恐れがある。これらが何らの検討もされず
改正もされないままとされたことは、極めて不当と言
わざるをえない。
　本改正法律に対しては、衆議院本会議で成立した時
点で日弁連が2021（令和3）年5月19日付で「現在国会
で審議されている7項目のみの憲法改正手続法改正案
に反対し、改めてその抜本的な改正を求める会長声
明」を発表し、東弁も同年5月20日付で「憲法改正手
続法の改正法に反対する会長声明」を発表している。
　また、日弁連は、2023（令和5）年4月13日付で「憲
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法改正手続法における国民投票に関するインターネッ
ト広告の規制に関する意見書」を取りまとめ、同月17
日付で、衆議院議長、参議院議長、衆議院憲法審査会

会長、参議院憲法審査会会長及び各政党代表者に提出
した。

第7　緊急事態条項（国家緊急権）
1 国家緊急権（緊急事態条項）をめぐる議
論の背景・経緯

　一般に、国家緊急権とは、「戦争・内乱・恐慌・大
規模な自然災害など、平時の統治機構をもって対処で
きない非常事態において、国家の存立を維持するため
に、立憲的な憲法秩序を一時停止して非常措置をとる
権限を指す」といわれる。そしてその内実は、行政権
への権力の集中と人権の強度の制限をその中核とする
ものである。
　我が国では、2011（平成23）年3月11日の東日本大
震災とその後の原発事故による混乱状態を契機として、
その年の4月に超党派の改憲派国会議員で作る新憲法
制定議員同盟が政府の震災対応を批判して「（緊急事
態条項がない）現行憲法の欠陥が明らかになった」と
の決議が採択されている。
　そして、2012（平成24）年4月に発表された自民党
の憲法改正草案においては、「第9章　緊急事態」とし
て「内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力
攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大
規模な自然災害その他法律で定める緊急事態において、
……緊急事態の宣言を発することができる（草案第98
条1項）」「緊急事態の宣言が発せられたときは、法律
の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有
する政令を制定することができる（草案第99条1項）」
「緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、事
前又は事後に国会の承認を得なければならない（草案
第98条2項）」「何人も、法律の定めるところにより、
当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財
産を守るために行われる措置に関して発せられる国そ
の他公の機関の指示に従わなければならない。この場
合においても、第14条、第18条、第19条、第21条その
他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されな
ければならない（草案第99条3項）」等との国家緊急権
を認める規定が定められている。
　近時は、新型コロナウイルス感染症やロシアによる

ウクライナ侵攻等を受けて、改憲会派による緊急事態
条項の創設が強く主張され、前述のとおり（第5・3（3）
参照）、緊急時に任期満了等によって国会議員が不在
となる事態を避ける方策として、衆議院議員の任期延
長を可能とする緊急事態条項案の議論が先行している。
　また、これらに関連して、2024（令和6）年6月には、
大規模災害や感染症の蔓延などの国民の安全に重大な
影響を及ぼす事態において、国が地方自治体に対して
「指示権」を行使できるとする地方自治法の改正が行
われた。当該改正は、国と地方自治体との対等性とい
う「地方自治の本旨（憲法92条）」に変更をもたらす
ものであって、統治機構における憲法改正に準じるも
のと言える。

2 国家緊急権の性質とその歴史、世界の状
況

　「戦争・内乱・恐慌・大規模な自然災害など、平時
の統治機構をもって対処できない非常事態において、
国家の存立を維持するため」という謳い文句は、その
ような非常事態に恐怖感を抱きやすい一般市民からす
れば、ともすれば共感を持ちやすい側面がある。
　さらに、国家緊急権と立憲主義の関係についても、
そもそも国家の非常事態において、憲法秩序を回復さ
せるために存在する制度であることを強調するなら、
立憲主義でさえ、国家緊急権の庇護の下にあるとさえ
いわれている（諸外国がこの制度を維持する主たる理
由とされている。）。
　しかしながら、国家緊急権の内実は、行政権への権
力集中によって法律によらずに人権を強度に制限でき
るものであり、一時的であったとしても立憲主義的憲
法秩序を停止するものであるため、強度の人権侵害を
伴う危険性が極めて高い。
　裁判所の令状なしでの捜索・差押や身体拘束、一方
的な表現の自由の抑制、財産権や居住の自由等の過度
の制限等、国家権力が集中された権限を濫用する傾向
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があることは否めず、憲法自身が人権制約を認め行政
に対する制限規範性を後退させることになるので、ひ
とたび濫用されれば容易には民主的統制（司法統制を
含む）によって回復できず、極めて危険な制度である
といえる。
　実際、歴史的にも、当時最も民主的といわれたドイ
ツのワイマール憲法下において、大統領非常権限が濫
用され、民族及び国家の防衛や反逆の防止の名目でナ
チスが政敵を弾圧し、さらに全権委任法の制定によっ
てヒットラーの独裁政権が誕生し、優れた憲法秩序が
破壊されたことは公知の事実である（ナチスの「手口」
といわれる。）。
　また、ワイマール憲法の経験を経た後においても、
1961年フランス第5共和制下で、ドゴール大統領によ
って、アルジェリア独立に反対する軍の反乱を鎮圧す
るため非常事態措置権が行使されている。その際、反
乱自体は1週間経たずに鎮圧されたにもかかわらず、
非常事態措置権は以後約5ヶ月にわたって維持適用さ
れ、その結果、身体の自由・表現の自由が侵害され続
けた。デモ隊と警察官との衝突事件の際には警察官に
よって「あらゆる種類の暴力行為」が行われたともい
われている。
　もっとも、このような濫用の歴史があるにもかかわ
らず、ドイツ・フランス・イタリアなどの国々では、
立憲主義国家でありながら、明文で憲法に緊急事態条
項が存在する。また、明文規定を置かずにコモンロー
のもとでのマーシャルローの法理で同様の措置を認め
るイギリスやアメリカの例もある。これは、すでに述
べたとおり、「立憲民主制が脅かされる国家の非常事
態の場合には、立憲民主制を保全するため、一時的に
国家に権力を集中させる必要がある」という論理に基
づくものであるが、例外的措置とはいえ、権力の行使
が常に濫用の危険を伴うことに鑑みれば、「憲法規範
により国家権力を抑制・制限し、個人の基本的人権を
守る」という立憲主義の理念とはやはり相反し、重大
な緊張関係に立つといわざるをえない。
　上記の国々においても、濫用の歴史を踏まえ、緊急
事態条項を憲法規範の中に認めることの是非には多く
の議論があったが、第二次大戦後の東西冷戦状態の中
で、政治の現実としてこれを維持してきたという経緯
がある。そのような中で認められてきた緊急事態条項
には、その濫用の危険性を意識した様々な抑制手段が

講じられている。緊急事態の継続期間を短期間に制限
したり、議会の関与・裁判所の審査権を保障したりし
ていることや、ドイツのように国家の緊急権に対して
国民の抵抗権を保障する例もあり、人権の侵害をでき
る限り抑制するための権限の限定と濫用の防止の制度
が同時存在している。
　しかし、こうした抑制手段があるにもかかわらず、
先のフランスの例のように濫用事例は生じてくるので
あって（実際、既に述べたように、過去の発動実例は
全て濫用事例といえよう。）、真にその濫用の危険を封
殺する手法が存在するのかは、国家緊急権の行使が身
体の自由・表現の自由の制約に繋がるものであるだけ
に、難しい問題であるといえる。また、現在のドイツ
の様な極めて厳格な規制の下では、そもそも国家緊急
権の発動自体が困難であるとも言われ、そうであるな
らば、そのような緊急事態条項を置く必要もないとも
いえる。

3 日本国憲法に緊急事態条項を創設するこ
との是非

　明治憲法（大日本帝国憲法）においては、戦争・内
乱等の非常事態に対処するために軍や天皇に全ての権
限を移管する戒厳・非常大権や、立法・財政上の例外
的措置の緊急勅令・緊急財政処分といった緊急事態条
項が存在していたが、日本国憲法においては、このよ
うな国家緊急権を認める緊急事態条項は定められてい
ない。その理由については諸説があるが、1946（昭和
21）年7月2日の当時の衆議院帝国憲法改正案委員会に
おける金森憲法担当大臣の答弁では、「緊急事態条項
は国民の意思をある期間有力に無視し得る制度でもあ
り、民主政治の根本原則を尊重するか否かの問題であ
る」旨述べて、日本国憲法においては消極に解すべき
であるとの政府見解が示されており、明治憲法下にお
ける国家緊急権の濫用が重大な人権侵害と悲惨な戦禍
を招いた苦い経験を踏まえ、あえてそれらの規定を置
かなかったものと見るのが自然である。
　すなわち、日本国憲法は、「政府の行為によって再
び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意
し、ここに主権が国民にあることを宣言し、この憲法
を確定する」と宣言し、国家権力を憲法の制限規範に
服せしめ、個人の尊重と人権保障を徹底することを根
幹とするものであり、戦争を放棄した憲法9条の恒久
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平和主義ともあいまって、徹底した立憲主義をその理
念とするものである。これに対し、国家緊急権は、非
常時の例外的措置とはいえ、常に濫用の危険をはらみ、
濫用を防止するシステムの構築も困難なことに鑑みれ
ば、やはり日本国憲法が立脚する立憲主義の理念とは
相反し、重大な緊張関係に立つといわざるをえない。
　以上のとおり、日本国憲法は、日本のみならず各国
において国家緊急権が濫用されてきた歴史的経緯と、
濫用を防止するシステムが実際上困難な現状を踏まえ、
基本的人権の尊重と恒久平和主義のための徹底した立
憲主義を貫くために、あえて国家緊急権（緊急事態条
項）を規定しなかったものと解するべきであり、そう
である以上、日本国憲法に国家緊急権（緊急事態条項）
を創設することも認められるべきではない。
　なお、「1」で前掲した自民党の憲法改正草案の緊急
事態条項は、以下の点で重大な問題がある。
　第一は、「法律に定めるところにより」という法令
への委任の多さである。前述「2」のとおり、国家緊
急権は立憲主義体制にとって危険性が極めて高い「例
外」であって、それゆえに慎重な憲法上の制約が必要
となる。しかるに、当概草案では、宣言状況（98条1項）、
政令の制定の承認（99条1項）、及び国会承認の事前・
事後のタイミング（98条2項）など重要な事項までも
が議員の単純多数によって決せられる法令によって定
めることが認められており、これは緊急事態条項を有
する他国の憲法と比しても、極めて異例のことである。
　第二は、当該草案99条3項の「当該宣言に係る事態
において国民の生命、身体及び財産を守るために行わ
れる措置」という曖昧な規定ぶりからも分かるように、
政府の裁量の余地が著しく広いことである。また、尊
重すべきとされている憲法14条以下の権利についても、
いつ、誰が、政府の行動が当該条項に従っているかを
決めるのかがまったく明確でない。
　不明確な規定ゆえの政府の広範な裁量権の問題は、
緊急事態条項に関連する前述の地方自治法の一部改正
も同様であり、東弁では、2024（令和6）年6月25日付
けで、改正部分の廃止（再改正）を求める会長声明を
発出した。
　また、2024（令和6）年12月3日、当時の韓国の尹大
統領が「自由憲政秩序を守るため」と称して「非常戒
厳」を宣布し、軍の一部などがこれに従い国会に出動
するという事態が発生した。この「非常戒厳」を規定

する韓国憲法第77条は、韓国における緊急事態条項だ
と考えられるが、この事態を受け、東弁では、2025年
2月にシンポジウム『韓国の戒厳令から考える緊急事
態条項』を開催し、憲法学者、現地で事態に遭遇した
弁護士及びジャーナリストを交えて討議を行った。今
回の事態は、議員の身体拘束を含む国会制圧のため戒
厳兵約280人がヘリコプターで投入されたのに対して、
国会前に集まった約4000人の市民及び与党を含めた国
会議員の抵抗によって「非常戒厳」宣布から約3時間後、
韓国憲法第77条2項に基づき非常戒厳の解除要求決議
案が可決されたことでかろうじて収束に向かった。し
かし、このことは逆に、緊急事態条項なるものが一旦
できてしまえば、仮に前述の草案第98条第2項のよう
な権力濫用防止規定を定めたとしても、当の権力が行
使する実力によって当該規定が事実上無効化しうるこ
とを示すものであった。

4 国家緊急権の立法事実
　また、以下に述べるように、日本国憲法下において
は、国家緊急権（緊急事態条項）を憲法の中に必要と
するような立法事実もまた存在していない。
（1） 大規模な自然災害時における必要性
　第一に、議論の契機となった東日本大震災のような
大規模な自然災害の場合における必要性であるが、災
害時の対応については、災害対策基本法、災害救助法
その他の法律の規定があり、その適切な運用によって
十分に対応は可能であるし、必要であれば、立憲主義
に反しない限度において、新たな法律をもって対応す
ることも、十分可能である。
　むしろこれまで周到な準備や訓練がなされていなか
ったことにこそ問題があるというべきであろう。実際、
被災自治体の調査結果によれば、ほとんどの自治体が、
国に権限を集中させても、現地の状況やニーズの把握
が迅速にできるわけではないため、むしろ自治体の長
の権限の強化の方が有効であり、緊急事態条項の憲法
編入に反対すると回答している。
　このように、災害対策を名目とする緊急事態条項は、
その必要性がないだけでなく、一旦制定されると、災
害以外の場合に安易に利用される恐れがあり、その危
険性ゆえに創設すべきではない。
　また、憲法に緊急事態条項がないために新型コロナ
ウイルス感染症対策に支障が生じたなどといった主張
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のもと、憲法改正に伴って緊急事態条項を創設するこ
とを求める議論が自民党内で加速したが、緊急事態条
項を使用すれば十分な感染症対策ができる保証はない
うえ、医学的知見に基づく検討や国会での審議を経た
法律改正などによる対策こそが必要なのであり、緊急
事態条項の必要性を裏付けるものではない。
（2） 大掛かりなテロや内乱状態での必要性
　第二に、大掛かりなテロや内乱状態の場合であるが、
その対策は重要であるものの、基本的には警察権によ
って対処されるべきものであり、既存の制度や必要に
応じて整備される新たな立法で対処すべきである。ま
た、こうした事態が生じることをいかに未然に防止す
るかが肝要であって、テロ等の発生後は人命救助や多
発防止が求められるものの、その手段として憲法上の
国家緊急権による人権制約まで認めることは、政府の
抑圧・弾圧を招くことにもなり、極めて危険である。
（3） 他国から武力攻撃を受けた場合の必要性
　第三に、他国から武力攻撃を受けた場合の対処とし
ての国家緊急権の必要性を説く意見もあるが、そもそ
も情報収集と外交努力によってそのような事態を防ぐ
ことこそが恒久平和主義と基本的人権保障を根幹とす
る日本国憲法の求めるところであるし、仮に個別的自
衛権の発動が必要な場合があったとしても、そのよう
な事態において広大な権限を時の権力に委ねることは、
濫用のおそれをますます強め、制御困難な事態を招き
かねず、安易に国家緊急権による国民統制を認めるべ
きではない。
　また、9条において戦争を放棄し、交戦権を否認し
ている以上、いわゆる「戦時国家緊急権」は認められ
ないと解すべきである。

5 結論―日弁連意見書等
　以上述べてきたとおり、我が国の根幹の理念である
「恒久平和主義」及び「基本的人権の尊重」を守るた
めに、日本国憲法は国家権力を抑制するための立憲主
義を徹底して貫いているものであり、これと重大な緊
張関係に立つ国家緊急権（緊急事態条項）を日本国憲
法の中に創設することは、その濫用を防止することが
困難な状況に鑑みれば、日本国憲法の標榜する立憲主
義と矛盾しかねず、基本的人権の保障を危機に晒すも
のである。
　また、国家緊急権が緊急事態の名の下に濫用や独裁

の道具とされてきた歴史的事実に鑑みれば、このよう
な法制度を憲法秩序の中に組み入れることは、避ける
べきである。
　加えて、大規模な自然災害対策やテロ・内乱等への
対応においても、現行法の活用及び法整備によって十
分対応は可能であり、そのことを理由とする国家緊急
権の必要性も認められない。したがって、我々は、日
本国憲法に国家緊急権（緊急事態条項）を創設するた
めの憲法改正には反対するものである。
　なお、安保関連法に関する部分でも述べたとおり、
厳格な要件を定めても、特定秘密保護法による安全保
障情報の秘密指定によって、発動要件を満たすか否か
の判断が極めて困難となる関係にあるため、民主的コ
ントロールが機能しがたいことから、濫用の恐れが高
いことを忘れてはならない。
　かかる観点から、法友会は、2016（平成28）年7月9
日の旅行総会において、「日本国憲法に国家緊急権（緊
急事態条項）を創設するための憲法改正に反対する決
議」を採択し、関係機関に対し執行している。
　日弁連も、2017（平成29）年2月17日、「緊急事態条
項（国家緊急権）は、深刻な人権侵害を伴い、ひとた
び行使されれば立憲主義が損なわれ回復が困難となる
おそれがあるところ、その一例である自民党の日本国
憲法改正草案第9章が定める緊急事態条項は、戦争、
内乱等、大規模自然災害その他の法律で定める緊急事
態に対処するため、内閣に法律と同一の効力を有する
政令制定権、内閣総理大臣に財政上処分権及び地方自
治体の長に対する指示権を与え、何人にも国その他公
の機関の指示に従うべき義務を定め、衆議院の解散権
を制限し、両議院の任期及び選挙期日に特例を設ける
こと（以下、「対処措置」という。）を認めている。し
かし、戦争・内乱等・大規模自然災害に対処するため
に対処措置を講じる必要性は認められず、また、同草
案の緊急事態条項には事前・事後の国会承認、緊急事
態宣言の継続期間や解除に関する定め、基本的人権を
最大限尊重すべきことなどが規定されているが、これ
らによっては内閣及び内閣総理大臣の権限濫用を防ぐ
ことはできない。よって、当連合会は、同草案を含め、
日本国憲法を改正し、戦争、内乱等、大規模自然災害
に対処するため同草案が定めるような対処措置を内容
とする緊急事態条項（国家緊急権）を創設することに
反対する。」という意見書を公表している。また同意
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見書は、衆議院議員任期延長に関して、「衆議院議員
の任期満了が到来した場合に対応するために任期延長
を認めることは、内閣の権限濫用のおそれがあり、国
民主権の原理に照らして弊害もあることから、憲法上
任期の特例の規定を設けるべきではない。緊急事態に
対しては、あくまでも民主政治を徹底することにより
対応すべきとの日本国憲法制定当時の考え方によれば、
繰延投票（公職選挙法57条）により選挙を実施するこ
とにより衆議院議員不在の状況を可及的速やかに回復
し、国会（特別会）を召集することで対応すべきであ
る。」としている。
　衆議院議員の任期延長については、2022（令和4）
年後半頃から衆議院憲法審査会において、自民、維新、
公明、国民民主各党から、緊急事態に備えるために任
期延長を認める憲法改正をすべきであるとの意見が強
まってきた。日弁連はあらためて、2023（令和5）年5
月11日、「国会議員の任期延長を可能とする憲法改正
に反対し、大規模災害に備えるための公職選挙法の改
正を求める意見書」を公表した。
　新型コロナウイルス感染症の蔓延によって、同感染
症の影響で国会議員が死亡又は入院等により議院の定
足数を満たさない場合、議会の審議をどのように確保
するかについても議論されている。いわゆるオンライ
ンでの国会開催をすることは、憲法を改正しなくても

できる、という見解と、憲法は国会議員が議場に現存
することを要求しているので（代表制の根幹に関わる）
現憲法ではオンライン国会は認められない、という見
解に分かれている。定足数を割る事態というのは極め
て稀であること、国民代表性とは何か、という問題と
密接に関わることから、こうした国会開催のあり方に
ついても、慎重かつ入念な議論が求められる。
　日弁連では、2021（令和3）年11月24日に「コロナ
と緊急事態条項～コロナの現場から～」のシンポジウ
ムを、2022（令和4）年10月25日には「緊急事態条項
と国会の役割～緊急事態条項って、本当に必要なの？
～」のシンポジウムを開催し、緊急事態条項の創設に
よって独裁や権力の暴走につながる危険性に警鐘を鳴
らしつつ、前者のシンポジウムでは医療・自治体の生
の声として、大切なのは現場であって現場から離れた
政府にどのような権力を持たせるかという発想ではな
く、小さいスケールの機動力のある組織がけん引する
必要があること、後者のシンポジウムでは、緊急事態
に効果的にかつ濫用を防ぎながら対応するためには一
般条項的になりやすい憲法ではなく法律で対応するこ
とが適切であるが、そのためには国会が立法過程と適
用過程の両面で関与することが今以上求められている
ことを、訴えた。

第8　9条維持・自衛隊加憲問題
1 自衛隊の憲法への明文化の動き
　2017（平成29）年5月3日、安倍晋三首相は自民党総
裁として「憲法9条1項・2項を残しつつ、自衛隊を明
文で書き込む」という憲法9条に関する憲法改正構想
を公表し、これを受けて翌2018（平成30）年3月25日
の自民党党大会において、同党の改憲4項目（9条、緊
急事態条項、参議院の合区解消及び教育）を含む「改
正案を示し、憲法改正の実現を目指す」との方針が確
認され、また、同年10月下旬に召集予定の臨時国会で、
この4項目の憲法改正案を同党単独で提示する方針を
固めている（読売新聞同年10月5日朝刊1面）。このう
ち、9条に関する条文イメージ（同年3月22日に提示さ
れ、細田博之自民党憲法改正推進本部長が有力と考え
る加憲条文案。いわゆる「たたき台素案」）は次のと

おりである。

「9条の2
前条の規定は、我が国の平和と独立を守り、国及
び国民の安全を保つために必要な自衛の措置をと
ることを妨げず、そのための実力組織として、法
律の定めるところにより、内閣の首長たる内閣総
理大臣を最高の指揮監督者とする自衛隊を保持す
る。
　　　2
自衛隊の行動は、法律の定めるところにより、国
会の承認その他の統制に服する。」

　このたたき台素案に先行して、2017（平成29）年7月、
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自民党憲法改正推進本部では以下のような加憲条文案
が提示されていた。

「9条の2
前条の規定は、我が国を防衛するための必要最小
限の実力組織として自衛隊を設けることを妨げる
ものと解釈してはならない。
　　　2
内閣総理大臣は、内閣を代表して自衛隊の最高の
指揮監督権を有し、自衛隊は、その行動について
国会の承認その他の民主的統制に服する。

　2017（平成29）年の改正案と2018（平成30）年3月
の改正案（条文イメージ）を比較すると、「必要最小
限の実力組織」が「必要な自衛の措置をとる……ため
の実力組織」に変更されており、「最小限度」が削ら
れている。これは、自衛隊が自衛のための必要「最小
限度」の実力組織であるとする現在の政府解釈をも変
更することを前提とする改正案ともいえる。また、仮
に「必要最小限度」という点が明記されたとしても、
自衛隊が、防衛省等とは異なり憲法に明記される憲法
上の機関として位置づけられることは、自衛隊の特別
性を強調し、9条2項の形骸化（下記2）、安保法制・集
団的自衛権（第5部・第3）の行使容認、軍事費増大等
の実際上の効果が生じうるもので、もとより9条2項と
の緊張関係が残り、自衛隊の明記によって現状は「何
も変わらない」などとする説明に問題があることは明
白というほかない。
　2024（令和6）年9月の自民党総裁選で総裁に選出さ
れ、その後の国会で首相に指名された石破茂前首相は、
従前の持論である自衛隊を「国防軍」に改めて憲法に
明示し、戦力不保持を規定する9条2項を削除するべき
であるとの見解を示している（産経新聞2025（令和7）
年6月3日「改憲は自衛隊明記優先、持論の9条2項削除
議論は「明記の後」石破首相単独インタビュー」）。背
景に2024（令和6）年10月の衆議院議員選挙の結果を
受け、衆議院憲法審査会で自民党が日本維新の会や国
民民主党とともに改憲原案の起草委員会設置を提案す
る段階に至ったことが挙げられている。
　日弁連は、「自衛隊について憲法上どう考えるか」
に関し、従前は、会内に様々な考え方もあることから、
明確な意見を示してこなかった。しかし、自衛隊加憲

問題が提示された以上、この問題について弁護士会が
どのような立場で、どのような対応をすべきかが、あ
らためて問われている時機にあることなどを踏まえ、
自民党の改憲4項目に関し、2018（平成30）年5月25日
の定期総会において、「憲法9条の改正議論に対し、立
憲主義を堅持し、恒久平和主義の尊重を求める立場か
ら課題ないしは問題を提起するとともに、憲法改正手
続法の見直しを求める決議」を行った。
　また、埼玉弁護士会も同年10月2日の臨時総会にお
いて、「自衛隊を憲法に明記する憲法改正に反対する
総会決議」を行っている。
　このような状況において、東弁及び法友会としても
会員間でこの問題について議論と研究を積み重ね、認
識を深める必要がある。

2 「自衛隊を憲法に明文化する」ことの意
味と問題点

（1） 加憲される「自衛隊」とは、どのような権限と役
割を持つ存在か？

　世論調査等によれば、災害時の自衛隊の活躍や北朝
鮮・中国脅威論から、自衛隊の存在自体に対しては多
くの国民が必要であるとの認識を持っていると言われ
ている（内閣府により2022（令和4）年11月に行われ
た世論調査では、自衛隊に期待する役割として災害派
遣88.3％、周辺海空域を含む国の安全確保78.3％、国
民の保護77.7％が上位に挙げられている（複数回答）。）。
他方、自衛隊の活動が広がり過ぎることは危険という
認識もまた、多くの国民の声でもある。
　そのような中で、自衛隊の「存在」を憲法上明文化
するだけとも読める上記の自民党改憲案は、大衆には
受け入れ易い。
　しかし、自衛隊の「存在」と「権限」は切り離して
考えることができるものではない。現に安全保障関連
法が存在している現状で自衛隊を憲法に規定すること
は、安全保障関連法を完全に合憲化することになるの
では、という疑問が呈されている。
　いったん9条1項2項の例外規定として「9条の2」が
規定されてしまえば、ときの政府の恣意的な解釈で今
以上に自衛隊の活動範囲が広げられていく危険も否定
できない。
　そもそも自衛隊については、その役割として何が期
待され、何が出来て・出来ない存在とすべきか、自衛
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隊を憲法に規定することでどのような影響が生じるの
か、我々はそのことを人権保障と安全保障の両方の観
点から、考えていかなければならない。
（2） 今、自衛隊を憲法に規定する意味と必要性がある

のか？
　この問題は、自衛隊と憲法の関係については、意見
が分かれうる。
・「そもそも自衛隊の存在そのものが憲法9条1項2項に
反する」という考え方からは、自衛隊規定の加憲など
ありえない、ということになろう。
・「個別的自衛権の下での自衛隊という存在自体は認
められる（合憲）」という考え方においては、合憲な
のだから敢えて憲法に規定する必要はないという考え
方と、それでも自衛隊違憲論を言う人たちがいる以上
憲法に規定すべきだという考え方がある。
　もっとも、上記の自衛隊の存在自体は合憲という考
えにおいても、「自衛隊の現在の装備は現実には個別
的自衛権の範囲を超えた軍隊である」として、現状で
自衛隊を憲法に規定することには反対という考え方も
ある。
・他方、「現在の国際情勢（北朝鮮や中国の軍事的脅
威論）において、我が国を防衛するために必要な装
備・行動や権限は自衛隊に認められるべきであり、そ
のために必要なら9条も含めた改憲も必要」という考
え方もあるが、その立場においても、
①「国防に必要な行為を自衛隊が行うためには、少な
くとも9条2項の改正が必要」とする立場
②「9条は維持したままでも、憲法に自衛隊の存在に
ついて授権規定さえ置けば、法律や国会の承認に基づ
き、議院内閣制の下で政府が国防の観点から必要と判
断したことを自衛隊が行うことは認められる」とする
立場
③「9条1項2項とは別に自衛隊を憲法に規定する場合
は、自衛隊が具体的に行いうる行為について、憲法で
更に項目立てをして厳格に規定し、立憲主義の民主的
コントロールに服させるべき」とする立場
　などに分かれると思われる。
　そもそも、現時点で、政治レベルで9条維持・自衛
隊加憲問題が問われていることの意味をどう考えるの
か、我々は法律家として、また基本的人権擁護を使命
とする弁護士として、よく検討していかなければなら
ない。

（3） 自衛隊が別個の規定で加憲されることで、9条1

項2項の解釈はどのような影響を受けるのか？
　9条1項2項を変えずに「9条の2」として自衛隊規定
を加憲した場合、その「9条の2」は9条1項2項との関
係では「例外規定」という形になる。もっとも、9条2
項の「戦力不保持」や「交戦権否認」の規範が自衛隊
にどこまで及ぶのかが問題となろう。
　9条2項の「戦力不保持」「交戦権否認」の規範が「9
条の2」の自衛隊にも及ぶのであれば、自衛隊は「戦力」
であってはならず、また交戦権がない以上は武力行使
も自国の領域内での専守防衛のためのみ可能というこ
とになるが、どこまでが防衛力でどこからが戦力なの
か、専守防衛のための武力行使とはどこまでが許され
るのかが、解釈論として問題となろう。また、世界有
数と言われる現在の自衛隊の装備が果たして「戦力」
と言えないのかについては、疑義のあるところであろ
う。
　むしろ、「9条の2」は9条2項の例外規定であるから
自衛隊は戦力であっても構わない、我が国の防衛のた
めに必要なら相手国領域での武力行使（交戦権）も可
能という解釈もありうるところである。しかしそれで
は、9条2項は事実上空文化してしまうことになりかね
ず、解釈論として許されるのか疑問である。
（4） 日本国憲法に「国防」「安全保障」に関する規範

を規定することの是非
　9条1項2項は残したまま憲法に「9条の2」として自
衛隊を規定することは、日本国憲法の中に「国防」あ
るいは「安全保障」に関する規範、ときには基本的人
権の制限規範ともなりうる新たな規範を盛り込むこと
を意味する。
　日本国憲法は、その前文が「政府の行為によって再
び戦争の惨禍が起ることのないよう決意し」「平和を
愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全
と生存を保持しようとした」と述べるように、政府や
軍部の権力の暴走により軍事力が行使され戦争が再び
起こることを避けるために、徹底した「権力への不信」
を前提に、憲法規範で権力を拘束すると共に、憲法上
に「国防」「安全保障」という概念を置かなかった。
それは、近代以降の戦争のほとんどが「自国及び自国
民の利益を守るため」という自衛の論理で始められて
いることに鑑み、そもそも自国の政治権力に軍事力を
持たせないという形で、自衛という名目であろうと権
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力の暴走による戦争を起させない、という日本国国民
の決意の表れであったといえよう。
　もっとも、権力の暴走は他国でも起りうるのであり、
他国の権力の暴走により戦争が起り、我が国の平和が
危険に晒されることもありうる。現実に、北朝鮮のミ
サイルが我が国の上空を飛び、太平洋上における中国
の軍事的脅威も言われる中で、多くの国民が漠然とし
た不安を抱えていることも事実であり、「国防」「安全
保障」という概念が憲法になくて良いのか、という問
題提起も、一般国民の賛同を得やすい状況となりつつ
ある。
　しかしながら、「国防」「安全保障」という概念を「自
衛隊」という形で新たに憲法に規定した場合、それは
これまでの憲法に存在しなかった新たな人権制限規範
を憲法に認めることとなり、単に9条の例外として自
衛隊を規定するに留まらず、様々な箇所に影響を及ぼ
すことになりかねない。また、前述の自国権力の暴走
による戦争の危険性にも繋がることとなり、このジレ
ンマをどう克服すべきかが、今回の自衛隊加憲問題で
問われている。
（5） 9条を変えずに自衛隊を加憲した場合、自衛隊へ

の統制機能はどうなるのか？
　憲法の中に9条の例外規定として「9条の2」が置か
れた場合、前述したように憲法9条2項の規範が及びう
るのかという疑問があり、そうであればこそ自衛隊は
憲法に規定せず、あくまで法律の範囲で存在させるべ
きだという考え方がある。それは、独立国家として自
衛権を持つのは当然としても、その自衛権の在り方は
各国の憲法によって規定されるものであり、我が国に
おいては憲法9条という規範の下で許される範囲で法
律によって存在しえる、という考え方である。
　しかし、9条の規範が及ぶといっても、その9条の解
釈自体がときの政権の判断で変更され、その変更され
た解釈の下で新たな法律によって自衛隊が動かされて
いくとすれば、実際には自衛隊の存在や行動がときの
権力の恣意的な考え方によって御されることにもなり
かねない（安全保障関連法の解釈改憲）。
　そこで、むしろ憲法の中で自衛隊を規定した上で行
動規範を具体的に制限するべきだという考え方も出て
くる。ある意味、立憲主義の考え方に沿うものであり、
ドイツの憲法（ボン基本法）などが参考になろう。
　しかし、現実問題として、我が国の政治状況におい

て、そのような形で自衛隊の存在のみならず権限や行
動規範まで憲法で規定するというような憲法改正が行
われるとは到底思われず、むしろそのような提案は政
治による恣意的な憲法改正に利用されるだけだという
批判もある。
　いずれにしても、自衛隊を憲法上の存在として認め
ようとするなら、その統制機能もまた十分に検討され
なければならず、そのことの議論なくしての自衛隊加
憲の憲法改正のみを行うことは、危険であるといわざ
るをえない。
　なお、自衛隊の統制については、①成立した安保法
制の下での「PKO駆け付け警護任務の実施」、「米艦
防護任務の実施」などの法制の既成事実化の問題、②
「ヘリ空母いずも」などの中型空母化や、「長距離巡航
ミサイルの自衛隊機への搭載」などの個別的自衛権の
範囲の問題、③防衛大学における「歴史修正主義的教
育の実施」などの問題、④「海上自衛隊による南シナ
海での訓練の実施」や、「南西諸島における自衛隊の
新たな基地建設」などの、近隣諸国との関係の配慮の
問題、⑤アフリカジプチ共和国の自衛隊補給基地の恒
久基地化の問題、⑥中東における紛争への自衛隊の後
方支援参加の計画など、懸念すべき問題があり、2017
（平成29）年に発覚した南スーダンPKO日報隠蔽事件
の前例も踏まえて、民主的統制がきちんと果たされて
いるかは、常に意識し、検証されなければならない。
　2025（令和7）年には、防衛省が防衛白書の子供向
け「まるわかり！日本の防衛」を2025（令和7）年度
から全国の小学校に配布を始めた。同書では、2022（令
和4）年2月24日にロシアがウクライナへの侵略を開始
したことについて、その理由の一つに「ウクライナの
ロシアに対する防衛力が足たりなかったこと」が指摘
され、また、抑止力がないことからロシアによる侵略
を食い止められなかったとの記述、防衛力強化が国内
企業への波及効果、雇用創出をもたらすとの記述や日
本の周辺事態として中国の軍事力増強が挙げられてい
る。こうした記述などから、特定のルーツを持つ子ど
もに対する憎悪の助長による社会的分断を懸念し、教
育委員会が各小学校に教員の目の届く場所への設置を
要請するなどの教育現場における適切な対応を迫られ
ていることも報じられている（長崎新聞ネット配信記
事「子ども版「防衛白書」の小学校配布　長崎県内の
関係者、対応に苦慮「差別や誤解生みかねない」」
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2025（令和7）年7月8日公開）。自衛隊について、政府
に都合の良い説明が子どもたちに刷り込まれかねず、
注視していく必要がある。
（6） 自衛隊の存在のみを抽象的な表現で9条とは別に

憲法に規定することは、立憲主義の観点から問題
はないのか？

　自民党の現在の「9条の2」案では、自衛隊を単に「我
が国を防衛するための必要最小限度の実力組織」とし
て抽象的に定義するだけであり、このままでは「防衛」
や「必要最小限度」や「実力」の解釈は、ときの政治
権力によっていかようにも恣意的になされえることに

なる。このような、「自衛隊のなし得る行為」の解釈
についてときの政治権力に大幅な解釈の余地を与える
ような9条例外規定を敢えて加憲することは、事実上
憲法9条を空文化させてしまうことになりかねず、憲
法を政治権力の拘束規範とする立憲主義の理念に反す
る規定であるといわざるをえない。
　もっとも、上記のような反対意見に対しては、「規
定の仕方が抽象的という形で争うと、ではどう具体的
に規定すれば良いのかという議論になり、結局は改憲
論に巻き込まれていく恐れが強い。」という批判もある。

第9　安全保障関連法に関する問題
1 安全保障をめぐる今日までの憲法解釈の
経緯

（1） 自衛隊の誕生から冷戦時代（個別的自衛権の容認）
　我が国は、1950（昭和25）年の朝鮮動乱の際に、駐
留米軍の参戦により手薄になった我が国の安全保障を
補うという趣旨で警察予備隊が設立され、それが1952
（昭和27）年の保安隊を経て、1954（昭和29）年に自
衛隊として実力組織を維持するに至った。
　このような組織を持つこと自体が、徹底した恒久平
和主義のもと戦争放棄・武力行使禁止・戦力不保持を
規定する憲法9条に反するのではないかという批判も
あるが、国民の多数は、災害救助における自衛隊の貢
献などを評価して、自衛隊が違憲の存在であるとは考
えていない。
　ただし、政府も、（個別的）自衛権は認められると
しつつも、その発動としての武力行使には制約がある
との立場から、1972（昭和47）年の田中内閣の答弁に
おいて、「憲法は第9条において戦争を放棄し戦力の保
持を禁止しているが、他方で、前文において平和的生
存権を確認し、第13条において生命・自由及び幸福追
求に対する権利が国政上で最大限尊重すべきことと定
められており、自国の平和と安全を維持しその存立を
全うするために必要な自衛の措置（個別的自衛権）は
認められる。」との見解を示した。
　具体的な発動要件【旧三要件】として、
　「①わが国に対する急迫不正の侵害すなわち武力攻
撃が発生したこと、②これを排除するために他の適当

な手段がないこと、③必要最小限度の実力行使にとど
まるべきこと、という全ての要件が必要である」とし
た。
　他方で、「集団的自衛権の行使は憲法9条に反し認め
られない」として、前文や9条との整合性に配慮し、
この解釈を歴代内閣は40年以上にわたり維持し続けて
きた。
（2） 冷戦終結後の政策の転換と米国との協調
ア 湾岸戦争を契機とする自衛隊海外派遣
　冷戦終結の翌年である1990（平成2）年、イラクに
よるクウェート侵攻（湾岸戦争）が発生した。その際、
我が国は、これまでの政府見解を維持する立場から、
自衛隊の海外での活動は、「専守防衛」ではないから
できないとし、代わりに130億ドルを超える資金提供
で貢献することとした。ところが、イラク撃退の後、
クウェート政府の感謝対象国の中に我が国の名前は含
まれていなかった。そのため、日本政府は、「金銭的
貢献では足りない、人的貢献が必要だ」という内外の
強い圧力を受けることとなった。
　これを受けて政府は、翌1991（平成3）年、自衛隊
に初めての海外活動としてペルシャ湾での機雷掃海活
動にあたらせ、 1992（平成4）年、「国際連合平和維持
活動等に対する協力に関する法律」（通称PKO法）を
制定し、我が国の自衛隊がPKO（第2次国連カンボジ
ア停戦監視団）に参加する形で海外に派遣された。
　これ以降自衛隊の海外派遣が常態化し、2006（平成
18）年の自衛隊法改正により、自衛隊の海外活動が本
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来的任務に格上げされた。
イ ガイドライン改定による「周辺事態」防衛（自衛
隊の活動範囲の拡大へ）

　そして、このような状況のもとで、1997（平成9）
年「日米防衛協力の指針（1978〔昭和53〕年ガイドラ
インの改訂）」が策定された。これにより、防衛施策
が「旧ソ連の侵攻」を想定したものから「朝鮮半島有
事」を想定した自衛隊と米軍の「周辺事態」の協働態
勢に変化し、自衛隊の活動のあり方の重要な変化とな
った。
　また、この合意を国内法化する立法措置として、
1999（平成11）年に「周辺事態法」など、いわゆる新
ガイドライン関連法が成立し施行され、その後も、
次々と自衛隊の海外派遣、米軍との協働関係を定める
法制が整備された。
ウ さらなる自衛隊の活動範囲の拡大（「グローバル」
な海外派遣）

　さらに、2005（平成17）年10月に発表された日米合
意文書「日米同盟：未来のための変革と再編」により、
米軍と自衛隊の一体化の実現、「周辺事態」の拡大、
実質的に全世界規模（グローバル）の日米両国の協働
態勢が想定された。この合意は、日米同盟の強化のた
めには集団的自衛権の行使を必要とするとの認識を含
むものであった。そのような中で、2006（平成18）年
12月に、防衛庁を防衛省に格上げする防衛省設置法が
公布された。
エ さらなる要請と歯止め
　このように、米国による日米同盟のグローバル化の
要請のもとで、集団的自衛権行使の容認が繰り返し求
められてきたが、それでもなお歴代政権は、1972（昭
和47）年の田中内閣の政府答弁の枠組みを維持し、「集
団的自衛権を行使することは、憲法上許されない」と
の解釈を堅持した。
（3） 歯止めの突破と安全保障関連法の成立
　ところが、2012（平成24）年、第二次安倍政権が誕
生するや、このような制約は一気に取り払われ、安全
保障をめぐる政府の姿勢は劇的に転換した。
ア 歯止め突破への布石
　まず、2013（平成25）年10月の日米のいわゆる「2
プラス2」（日米安全保障協議委員会）の共同声明にお
いて、日米同盟の戦略的な構想を取りまとめ、とりわ
け我が国の安全保障政策に関する問題について、大幅

な見直しが確認された。これらは、CSIS（戦略国際
問題研究所）のいわゆる「アーミテージ報告書（アー
ミテージ・ナイレポート）」の内容とも重なりあうも
のである。
イ 官邸主導の組織整備
　その後、我が国ではこれらに歩調を合わせて、まず
2013（平成25）年暮れに国家安全保障会議設置法が改
正され、国家安全保障会議の中に新たに外交・防衛・
安全保障に関する基本方針と重要事項を審議する「4
大臣会合」が司令塔として設置され、（アメリカの
NSCを模して「日本版NSC」と呼ばれている。）また
内閣官房に50名規模の「国家安全保障局」を設置し、
各省庁の情報を集中させることとした。これは、「平
時から有事までの重要な外交・軍事の政策」を官邸主
導で決定しようとするものであるが、保障局内の班に
は、十数名の制服自衛官も加わることとなった。
　さらに、2015（平成27）年3月には、文民統制を制
度的に支えていた「文官統制」（背広組〔防衛省官僚〕
による制服組〔自衛官〕の統制）が閣議決定により廃
止され、両者が防衛大臣のもとで、同格として位置づ
けられることとなった。
ウ 防衛関連分野の情報秘匿へ
　同じく2013（平成25）年の暮れに、特定秘密保護法
も自民党と公明党の強行採決により成立した（詳細は
別項）。
　この法律は、保護対象である特定秘密の概念が極め
て曖昧であり、メディアの取材の自由の制限の恐れと
も相まって、国家の重要な政策決定の基礎となる情報
が隠蔽される恐れ（「知る権利」の侵害）があり、特
に安全保障関連情報が秘密指定されることによって、
国民だけでなく、その代表者である国会議員でさえ、
これらの情報を十分に知りえない事態が生ずることと
なり、安保関連法や国家緊急権との関係で、実力行使
の要件の充足に関する判断に重大な支障をきたすこと
となる。すなわち、極めて重要なこの分野における民
主的コントロールが機能不全に陥ることを意味するも
のである（ほかにもこの法律には多くの問題があるこ
とは、別項のとおり。）。
エ 疑義のある諮問
　また、2014（平成26）年5月13日に、「安全保障の法
的基盤の再構築に関する懇談会」（安保法制懇）が、
我が国を取り巻く安全保障環境が変化したこと、憲法
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の文理上集団的自衛権の行使が制限されることを示す
文言がないこと等を理由の骨子として、憲法解釈上集
団的自衛権の行使は認められるとする報告書を安倍首
相に提出した。
　しかし、この組織は、単なる首相の私的諮問機関に
過ぎない。さらに、その構成員全員がもとから集団的
自衛権行使を容認するメンバーであったこと、構成員
内に、憲法学の専門家が含まれていなかったことから
も、公正な諮問機関とは程遠く、報告書は「結論あり
き」のものといわざるをえない。
オ 意図的な内閣法制局長官人事
　他方、安倍政権は内閣法制局長官人事についても、
集団的自衛権行使容認論者である外務省出身者を長官
に任命するという人事を実行した。新長官はその就任
会見において、約40年にわたって維持されてきた「集
団的自衛権の行使はできない」という内閣法制局の憲
法解釈の見直しを示唆し、新聞報道によると、実質的
には、わずか1日の検討で解釈変更が行われたとされ
ている。
カ 歯止めの突破（解釈改憲・安保関連法の成立）
　そして、2014（平成26）年7月1日、安倍内閣はつい
に、強い反対が存在する中で、歴代内閣の「憲法第9
条の下で許容される『自衛の措置』の要件」【旧三要件】
を変更し、【新三要件】のもとで、集団的自衛権の行
使を容認する旨の閣議決定を行った（いわゆる「解釈
改憲」）。
　さらに、2015（平成27）年5月、安倍内閣は、前記
の閣議決定を受けて、集団的自衛権の一部容認や自衛
隊の活動の時的・地域的制限を解除したうえで、活動
内容を大幅に拡大したいわゆる「安全保障関連法」案
を国会に提出し、参議院特別委員会での強行採決を経
て、2015（平成27）年9月19日未明に成立させたので
ある。

2 安全保障関連法の要旨と憲法上の問題点
（1） 安保関連法の要旨
　前述のとおり、安倍内閣は、2015（平成27）年5月、「我
が国を取り巻く安全保障環境の変化」を理由に法改正
の必要性を訴え、「我が国及び国際社会の平和及び安
全のための切れ目のない体制の整備」の名の下で、10
本の法律の改正と1本の新法からなる「安保関連法案」
を国会に提出した。その要旨は以下の通りである。

ア 集団的自衛権行使の一部容認（存立危機事態）
　武力出動について、「存立危機事態」の名の下で、「①
わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発
生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生
命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白
な危険がある場合において、②これを排除し、わが国
の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段が
ないときに、③必要最小限度の実力を行使することは
許容される。」という自衛隊法の改正による【新三要件】
のもとで、集団的自衛権行使を一部容認した。
イ 海外での後方支援（兵站）
　重要影響事態、国際平和共同対処事態の名の下で、
いわゆる「周辺事態法」の改正、「重要影響事態法」
と「国際平和支援法」の新設により、米軍や他国軍の
支援地域を我が国周辺から「地球規模」に拡大した。
ウ PKO活動の拡大（武器使用）
　国際平和維持活動の名目でPKO協力法を改正し、
PKOにあたらない活動も認め、さらに駆け付け警護
を認め、現場の判断での武器使用を認めた。
エ いわゆる米艦防護等
　ほかに、自衛隊法の改正により、米艦等の武器防護
ができることや船舶検査活動の拡大、米軍以外の他国
軍も港湾・飛行場等の使用ができることとするなどの
改正がなされている。
（2） 安保関連法の憲法上の問題点
ア 立憲主義違反
　従前の政府の憲法解釈は、憲法前文や9条の趣旨か
ら憲法が無制限の自衛措置を認めていないことを踏ま
えた上で、①武力攻撃の発生、②補充性（他に適当な
手段がないこと）、③必要最小限度性という3つの要件
【旧三要件】を全て満たした場合に、例外的に実力行
使（個別的自衛権発動）が可能であるとしたうえで、「集
団的自衛権の行使は憲法上認められない」と明言した
（1972〔昭和47〕年の田中内閣）。
　歴代内閣は、この立場をその後40年以上にわたり堅
持してきた。
　ところが、安保関連法においては、【旧三要件】の
大前提ともいうべき第一要件が大きく変更され、「わ
が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生
し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、
自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危
険がある場合」には他の二要件を充足するなら武力行
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使を認めるものとして、集団的自衛権行使を一部容認
する劇的転換が図られている（いわゆる【新三要件】
による存立危機事態）。
　そもそも、【旧三要件】は、「武力行使を禁じた9条
の例外」としての「個別的自衛権」の行使が認められ
るための厳格な要件として、極めて厳しい限定を課し
たものである。しかし、今回の【新三要件】は、この
文言の形式を利用しつつ、9条の武力行使禁止の例外
をこれまでの「専守防衛」を超えた新たな場面に大き
く広げるものであり、歴代政権が遵守してきた9条解
釈の限界を明らかに超えるものであるといわざるをえ
ない。
　そもそも、違憲の法律を成立させるということは、
法律によって憲法を事実上改変するに等しい。そして、
国家の三権のうちの二権である内閣や国会が憲法規範
の侵害に積極的に関与したということは、憲法を支え
る根本理念である立憲主義を蔑にするものといわざる
をえない。
　我々は、憲法の基本理念（基本的人権尊重、国民主
権、恒久平和主義）を守る立場から、立憲主義や憲法
の重大な危機において、原点に立ち帰って毅然と対応
し、直ちに憲法違反の法律を廃止するよう求めるもの
である。
イ 個別の問題点
　安保関連法が憲法に違反するとされる個別の問題点
としては、主に以下があげられる。
ア 「存立危機事態」の曖昧な要件の判断権が内閣総理大

臣に委ねられていること
　集団的自衛権行使の「存立危機事態」の判断の基準
である「わが国と密接な関係にある他国」「わが国の
存立が脅かされ」「国民の生命、自由及び幸福追求の
権利が根底から覆される明白な危険」等の要件自体が
極めて曖昧であり、またこれらの要件を満たしている
かどうかの判断権者についても、政府は「最終的には
内閣総理大臣が自らの責任のもとで総合的に判断して
決める」と説明しており、これでは例外を認める基準
としてはあまりにも不明確・無限定であり、また、内
閣総理大臣に絶大な権限が集中することになりかねな
い。
　その結果、憲法9条が厳格に武力行使を禁じている
にもかかわらず、その例外がなし崩し的に広く認めら
れる恐れがあり、この意味においても、この規定は同

条の趣旨に反し、違憲である。
イ 後方支援の活動範囲が無限定であり活動自体も武力

行使と一体的
　また、「重要影響事態」や「国際平和共同対処事態」
における海外での他国軍隊に対する後方支援について、
時的・地理的制限が撤廃され、常時・グローバルな活
動が認められることとなった。しかも、「現に戦闘が
行われていない地域」（周辺事態法における「現に戦
闘行為が行われておらず、活動期間を通じて戦闘行為
が行われることがないと認められる地域」から拡大）
での活動が認められ、従前より危険な地域における活
動が可能となったことから、紛争に巻き込まれる危険
性が高くなった。
　また、他国軍隊への後方支援の活動内容として、弾
薬も含む物資の輸送・提供や発進準備中の戦闘機への
給油も可とされている点からすれば、もはや純然たる
「兵站」活動を含むものであり、それは、紛争相手国
から見れば戦闘活動の一環であって、もはや「武力行
使と一体化」するものと評価せざるをえない。したが
って、これらの行為は、憲法9条に反するものという
べきである。
ウ PKO活動任務の拡大と紛争当事者化
　さらに、PKO協力法改正により駆け付け警護等を
認めたことにより、本来PKO活動にあたらない武器
使用を含む活動を自衛隊の任務とした。現場の判断で、
武器の使用の下、他国のPKO活動等に携わる人員を
第三者の攻撃から守ることを任務とし、現地の争いに
積極的にかかわることとなり、相手方や規模によって
は、双方の実力行使が単なる軽微なものにとどまらず、
紛争に発展する危険性がないとはいえない。これらの
点において、やはり9条の趣旨に反するものといわざ
るをえず、認めることは困難である。
　なお、2016（平成28）年11月には、南スーダン
PKOに駆け付け警護等の任務が課せられた自衛隊が
派遣された。しかし、その頃、南スーダンでは停戦合
意が破られており、首都ジュバ及びその周辺は、紛争
地域であるといわれているため、PKO5原則を満たさ
ない疑いが強い。そうであるなら、新たな任務を帯び
て派遣することが許されないというより、そもそも自
衛隊を現地から撤退させるべきであった。その後、政
府は、翌2017（平成29）年5月には自衛隊を南スーダ
ンから完全撤退させるに至った。このことからも、先
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の自衛隊派遣は、そもそも「駆けつけ警護」任務下で
の派遣という既成事実をつくるためものでしかなく、
2016（平成28）年7月の首都ジュバでの「戦闘状態」
の際に、すでに派遣の前提が失われていたというべき
ではなかろうか（このことは、いわゆる日報隠し事件
で明らかとなった。すなわち、2017〔平成29〕年に、
それまで残っていないとされた、自衛隊の「南スーダ
ンPKO日報」が残っていたことが判明し、そこに、
生々しい戦闘の記載があったことが2018〔平成30〕年
に明らかにされたのである。）。
エ 武器防護任務の紛争当事者化の危険性
　その他の活動のうち、特に米艦等の防護は、国会の
承認を必要としない現場の判断でできるものとされて
いるが、防護が必要な状況であるということは、常に
攻撃の危険性にさらされているということであり、そ
のような米艦を防護するための活動は、必然的に実力
行使を伴うはずであるから、戦闘状態に巻き込まれる
ことが確実であり、実質的に集団的自衛権の行使を別
の形で認めたに等しいものである。
　なお、米艦防護義務についても、すでに、太平洋上
で高知県沖までの防護出動、日本海での防護出動など
の実施例があり、既成事実化が進んでいるといわざる
をえない。
オ 違憲の法律の相互作用の問題
　以上のような憲法上の問題がある安保関連法である
が、他の違憲の法律である「特定秘密保護法」が、安
全保障関連情報を秘密指定しているため、安保関連法
による自衛隊の出動に関して、その要件の充足を適切
に判断ができない恐れがあることに注意しなければな
らない。
　すなわち、この法律のために、国民のみならず国会
も、これらの要件の判断に必要な基礎的情報が十分に
得られないこととなり、行政権に対する民主的な統制
が機能不全に陥っているのである。このように、違憲
の法律や制度が相互に絡み合うことによって、相乗的
に立憲主義の脆弱化が進み、権力の濫用の危険性を高
めているのであり、我々は、南スーダンPKO日報隠
蔽における民主的統制不全問題なども踏まえて、この
ような深刻な現状を認識しなければならない。
（3） 安保関連法の初適用
　政府は、2019（平成31）年4月2日の閣議で、エジプ
ト・シナイ半島でイスラエル、エジプト両国軍の停戦

を監視する多国籍軍・監視団（MFO）の司令部要員
として、自衛官2名を派遣する実施計画を決定してお
り、これは安保関連法に基づく新たな任務であり、国
際連携平和活動にあたるものである。これにより、安
保関連法が初めて適用されたことになるが、違憲の疑
いの強い同法を現に適用したことも憲法9条、立憲主
義等の観点から問題であり、このような実績作りは許
されるものではない。

3 弁護士会の意見
（1） 解釈改憲（2014〔平成26〕年7月1日閣議決定）

までの弁護士会の対応
　以上述べてきたとおり、我が国は、湾岸戦争以降第
二次安倍内閣に至るまで、次第に法制度や自衛隊の海
外出動に関する制限を緩和してきたものであるが、こ
のような流れの中で、日弁連、各単位弁護士会は、そ
の都度、憲法の基本原理である基本的人権尊重主義、
国民主権、平和主義の原則に抵触する疑いが強いもの
であるとして、慎重な議論や廃案を求めてきた。
ア　まず、1999（平成11）年の周辺事態法から有事関
連立法などへの動きについては、地理的限定の撤廃や
他国軍への支援活動の容認が武力行使と一体の活動に
つながること等を指摘し、また「周辺事態」や「武力
攻撃事態」・「武力攻撃予測事態」という曖昧な概念の
下に内閣総理大臣の権限が強化される危険性などを指
摘した。
イ　次に、テロ対策特措法、イラク特措法に基づく自
衛隊の海外派遣の際には、日弁連は、自衛隊の派遣先
がイラク特措法の禁じる「戦闘地域」であることを指
摘し、繰り返しイラクからの撤退を求めてきた。また、
有事法制関連7法案・3条約に対しては、日弁連は、
2004（平成16）年6月14日、平時においても有事法制
の名の下に人権が規制され、国民主権がないがしろに
されないよう、憲法の視点から今後も厳しく検証して
いく決意である旨の会長声明を発表している（なお、
2008〔平成20〕年4月17日の名古屋高裁判決は、航空
自衛隊機が、多国籍軍を首都バグダッドに輸送した事
実を認定し、「憲法9条1項に違反する活動〔武力行使
一体化〕との評価を受けざるを得ない」旨認定してい
る。）。
ウ　さらに、海上自衛隊のソマリア沖への派遣につい
て、日弁連は「自衛隊のソマリア沖への派遣に反対す
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る会長声明」を出し（2009〔平成21〕年3月4日付）、
加えて、海賊対処法及びこれに基づく自衛隊の海外派
遣についても、日弁連は2009（平成21）年5月7日、東
弁は同年6月18日、同法の制定に反対する旨の会長声
明を出している。
エ　近時の国家安全保障会議（日本版NSC）設置法
の改正についても、東弁は2013（平成25）年11月7日、
これに反対する旨の会長声明を出している。そして、
集団的自衛権行使容認に向けて準備された国家安全保
障基本法案について、東弁は、2013（平成25）年9月
18日国会提出に強く反対する旨の会長声明を出してお
り、日弁連も、2013（平成25）年3月14日に、すでに「集
団的自衛権行使の容認及び国家安全保障基本法案の国
会提出に反対する意見書」を発表し、同年5月31日の
日弁連総会においても、同様の決議を採択した。
（2） 解釈改憲以降
ア 市民シンポジウム、会長声明等による反対の意思
表示

　安倍内閣が、2014（平成26）年7月1日、集団的自衛
権行使の一部容認等を内容とする閣議決定を行ったこ
とに対し、東弁も日弁連も、これに反対する会長声明
を発しており、市民や学者を招いたシンポジウムも全
国で多数回開催された。
　東弁においては、安保関連法案の違憲性や立憲主義
違反を広く訴えるために、東京三会の共催により、有
楽町駅前の街頭宣伝活動や市民シンポジウムなどを何
度も行った（「安保法案反対うちわ」を配布するなど
の工夫も重ねてきた。）。
　また、有楽町駅前では、安保法制に反対する街頭宣
伝活動も行われ、多くのメディアで報道された。
イ 存命の歴代東弁会長全員の連名による声明と記者
会見

　中でも2015（平成27）年7月15日には、存命の歴代
東弁会長全員の名の下で、「これまでの東弁からの再
三の批判や警鐘にもかかわらず、政府はこれまで憲法
をなし崩し的に改変するような法律や施策をいくつも
行い、今回はついに解釈変更と法律をもって憲法の基
本理念（恒久平和主義）を蔑ろにする安保関連法案を
強引に推し進めているもので、立憲主義及び国民主権
に反し憲法9条に明確に違反するものとして、われわ
れは到底これを見過ごすことはできない」という声明
を発表し、記者会見も行った。

ウ オール法曹と学者の会の連携
　さらに2015（平成27）年8月26日には、日弁連と学
者の会の共催で、弁護士会館に法曹と学者300人が集
い共同記者会見を実施するという前例のない抗議活動
を行い、元内閣法制局長官、元最高裁長官などの参加
と意見表明もなされて、オール法曹と学者の初めての
画期的な合同集会としてメディアが広く報道し、新た
な反対行動の高まりを生んだ。
エ 法案成立後
　そして、2015（平成27）年9月19日の法案成立の後、
東弁は、直ちに「選挙の際の争点とせず、国民の大多
数も反対している状況下において、政府及び与党が衆
議院に引き続き参議院でも本法案の採決を強行し、憲
法9条・立憲主義・国民主権に違反する法律を成立さ
せたことは、憲政史上の汚点であり、到底許されるこ
とではなく、強く抗議する」旨の会長声明を発した。
もちろん、日弁連も直ちに、同様の抗議と法の廃止を
求める会長声明を発している。
　さらに、東京三会、日弁連・関弁連が共催して、安
保法制廃止に向けた街頭宣伝活動を続けている。
オ 法友会の活動
　もちろん法友会も、2014（平成26）年7月の旅行総
会において、討議結果に基づく一部修正の上で集団的
自衛権に反対する決議を採択した。
　2015（平成27）年7月には、同じく旅行総会で、小
林節慶応大学名誉教授を招いて安保関連法制に関する
パネルディスカッションを行った。
　また、同年11月には、長谷部恭男早稲田大学教授を
招いて安保法制に関するシンポジウムを親和会・期成
会と連携して、初めて三会派の共催で開催するなど、
このテーマを重く受け止めている。

4 まとめ
（1） 違憲の解釈や立法に反対する動きのまとめ
　安倍内閣の「解釈改憲」閣議決定については、反対
運動は全国で起こり、地方自治体の中にさえも、反対
決議をした議会も少なくない。
　市民運動は、これまで別々に活動していた3つの市
民団体が連帯して「総がかり行動実行委員会」を作り、
2015（平成27）年5月3日（憲法記念日）に横浜みなと
みらい会場で開催された3万人の集会で口火を切り、 
同年8月30日の全国一斉の反対行動では、主催者側発
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表で国会周辺に13万人もの多数の市民が反対行動に集
めるなどして市民運動を牽引してきた。
　実際、市民の意識は、法案成立前の世論調査による
と、6割以上が法案に反対し、8割以上が当国会での法
案成立は時期尚早であるとしていた。
　しかしながら安倍内閣は、このような反対の声を無
視する形で、参議院特別委員会での強行採決を経て同
年9月19日未明に本法律を可決・成立させたものであ
る。かかる事態は、憲法と立憲主義の重大な危機であ
ると受け止めざるをえない。
　このような状況の中で、弁護士会は、憲法に対する
不当な侵害について、シンポジウムを開催して市民を
啓発し、全国で、市民と連帯してともに反対の意思を
表示するという活動を続けてきたものである。
（2） 我々の取組み
　くしくも戦後70年の節目を迎えた2015（平成27）年
は、立憲主義と恒久平和主義が大きな危機に瀕する転
換の年となった。
　先の大戦において、アジアで約1,900万人、我が国
で約310万人が命を落としたといわれていることから
もわかる通り、戦争は最大の人権侵害である。
　しかし、戦後80年を迎えた2025（令和7）年の現在
において、戦争開始の決定にかかわり、戦争を遂行し
た世代だけでなく、戦争に翻弄された世代の証言者も
鬼籍に入りつつある。それゆえ、我々は、戦争の歴史
的事実を風化させないよう、語り継ぎ、戦争を阻止で
きなかった過去を反省し、これらをしっかりと次世代
に伝えるべきである。2024年（令和6）年10月に日本
被団協のノーベル平和賞が決定した理由にも「記憶を
守る強い文化と継続的な関与」により、「日本の新た
な世代は被爆者の経験とメッセージを引き継いでい

る。」とされている。
　もちろん、我が国が戦後一貫して戦争と直接かかわ
ることなく平和主義国家として存続できた要因のうち
に、日米安保体制の下、軍事力による牽制が影響して
いる事実は否定できない。
　とはいえ、人類の歴史と世界の現状に照らしても、
軍事力によっては決して永続的な平和が得られないこ
とは明らかであり、我が国は、憲法の恒久平和主義の
理念のもとで、ヨハン・ガルトゥングのいう真の意味
での「積極的平和主義」（貧困、抑圧、差別などの構
造的暴力のない状態を目指す立場）を目指し、軍事力
によらない平和的方法による国際的な安全保障実現の
ために、今こそリーダーシップを発揮していくべきで
ある。
　このためには、まず我々自身が、法と正義の担い手
たる存在として、人類が幾多の犠牲と年月を費やして
確立した英知である立憲主義を再生強化する方策を講
じなければならない。これは、違憲の安保法制が存続
し、憲法9条を改正する動きが加速する今日の状況に
おいて、ますます重要な課題となっているといわなけ
ればならない。2023（令和5）年11月15日には、東弁は、
安全保障関連法が違憲であることを改めて確認し、最
高裁判所に違憲審査権の適切な行使を求める会長声明
を出している。
　また、東弁は、2025（令和7）年8月15日の会長談話
でも（先にみたように「存立危機事態」の名の下に集
団的自衛権の行使を容認する）安保関連法が敵基地攻
撃能力の保有や殺傷能力のある武器の輸出を可能とし、
平和主義が揺らぐ原因となっていると警鐘を鳴らして
いる。

第10　敵基地攻撃能力の保有と憲法9条
　北朝鮮の弾道ミサイル発射、覇権主義的な動きを強
める中国や国際秩序の根幹を揺るがすロシア等の日本
周辺の安全保障環境の変化を受けて、2022（令和4）
年12月16日、政府は、国家安全保障戦略・国家防衛戦
略防衛力整備計画のいわゆる「安保3文書」の改定を
閣議決定した。
　「反撃能力」という用語によって、弾道ミサイルに

対処するため、相手の発射基地などを攻撃する敵基地
攻撃能力の保有する方針を明記した。
　しかし、敵基地攻撃能力の保有については、以下に
述べるように、憲法9条との関係で問題がある。
　政府は、2014（平成26）年7月の閣議決定により、
武力攻撃に関する新しい3要件を打ち出し、これに対
応した自衛隊法等の関連法律の改正・制定案を翌年国
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会に提出して成立させたが、その法案審議の過程にお
いて、従来の専守防衛路線を根本的に修正するもので
はないという趣旨の答弁を行っており、このような政
府の方針は今日まで変更がないものと考えられる。し
かし、専守防衛とは「相手から武力攻撃を受けたとき
初めて防衛力を行使すること」（芦部信喜『憲法学Ⅰ　
憲法総論』〔有斐閣、1992年〕276頁）であるから、敵
基地攻撃能力の保有は、憲法9条に反するものである。
　また、敵基地攻撃能力の保有は、必要最小限度の実
力行使にとどまるものとはいえなくなり、自衛力ない
し自衛権の限界を超え、憲法9条2項の「陸海空軍その
他戦力」に当たるものとなるおそれがあるといわざる
をえない。
　このような敵基地攻撃能力の保有に関する憲法問題
につき、関弁連は、2023（令和5年）9月29日は、大会
決議において、上記閣議決定の撤回を求める。
　憲法9条については「歯止めのない『解釈改憲』の
道を歩んでいる」という指摘がなされている（高橋和
之『立憲主義と日本国憲法　第5版』〔有斐閣、2020年〕
67頁）。集団的自衛権に関する問題と同様に、敵基地
攻撃能力の保有についても同様に「解釈改憲」のおそ
れの問題が生じうるものといえ、憲法改正の議論と関
連する問題である。
　2022（令和4）年2月24日から始まったロシアによる
ウクライナ侵攻が既に3年以上戦火を拡大させ続けて

いることや、2023（令和5）年3月に成立した2023年度
予算で防衛費が過去最大の約6兆8,000億円（前年度比
の1.3倍）に増額され、5年間で43兆5,000億円程度の支
出が前提視されている。
　さらに、防衛省は、2025（令和7）年8月29日、射程
1000キロメートル超とも言われる敵の射程圏外から攻
撃できる長射程の国産「スタンド・オフ・ミサイル」
の配備計画を発表し、早ければ2026（令和8）年3月中
（報道によれば、陸自健軍駐屯地（熊本）の第5地対艦
ミサイル連隊が指摘されている。朝日新聞「敵基地攻
撃」長射程ミサイル　熊本から配備を開始　計画も前
倒し2025（令和7）年8月29日）の4道府県内の陸上自
衛隊駐屯地への配備、護衛艦・戦闘機への搭載が行な
われる予定であり、「安保3文書」が現実化することに
なる。すでに前年の2024（令和6）年10月、11月に第1
回国産ミサイル「12式地対艦誘導弾」改良型の発射実
験が、東京都新島の航空装備研究所新島支所で計5回
（地発型が3回、艦発型）実施されており、第2回発射
実験も米国（カリフォルニア州）で2025（令和7）年6
～8月に実施されている。
　このような近時の状況にも鑑みると、専守防衛とい
うぎりぎりの憲法9条の合憲解釈を超える敵基地攻撃
能力の保有という重要な憲法問題について、当会にお
いて引き続き議論を重ねる必要性は高いといえる。

第11　核兵器廃絶に向けて
1 唯一の被爆国としての取組みと国際社会
の動き

　核兵器の使用や実験は、人類の生存そのものを脅か
す究極的な非人道的行為であり、国際法に違反するこ
とは明らかである。我が国は、原子爆弾の投下による
被害を受けた唯一の戦争被爆国であり、国民の核兵器
廃絶に対する希求は大なるものがある。そして前文に
おいて「全世界の国民が、ひとしく…平和のうちに生
存する権利を有することを確認する」と定めている日
本国憲法は、核兵器の存在を決して許容していないと
いうべきである。
　他方で、我が国は、日米同盟によるアメリカの核の
傘に守られているとの認識から、既存の核保有国の核

抑止力による均衡の保持を支持しており、核拡散防止
条約（NPT）には賛成の立場をとっている。
　国際社会は、1995（平成7）年に核拡散防止条約の
無期限延長を決め、1996（平成8）年に包括的核実験
禁止条約（CTBT）を成立させている（なお、批准要
件を満たさず、条約は発効していない。）。
　そして、2020（令和2）年10月24日に、ついに核兵
器禁止条約を批准した国・地域が発効に必要な50に達
し、90日後の、2021（令和3）年1月22日に発効したが、
日本はこれに対してもこれまでと同様の立場から承認
しない姿勢を取っている。
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2  核兵器自体の削減の動き
　2009（平成21）年4月5日に、アメリカのオバマ大統
領は、核兵器を使用した唯一の国として行動する道義
的責任に言及し、核兵器のない世界を追求することを
世界に呼びかけた。このオバマ演説は、これまで国連
総会での核兵器廃絶決議に反対し続けてきたアメリカ
の核政策の転換として世界の注目を集めた（同年のノ
ーベル平和賞は、この功績を評価してオバマ大統領に
与えられた。）。
　同年7月には先進国首脳会議（G8）が「核兵器のな
い世界のための状況をつくる」ことで合意し、同年9
月には、安全保障理事会の首脳会合で「核兵器のない
世界に向けた条件を構築する決意」を盛り込んだ決議
1887号を採択した。
　また、2010（平成22）年5月に開催されたNPT（核
拡散防止条約）再検討会議においては、NPTの3本柱
である核軍縮、核不拡散、原子力の平和的利用などに
ついて、将来に向けた6項目の具体的な行動計画を含
む最終文書が全会一致で採択された。特に、最終文書
が、「すべての国が『核兵器のない世界』の達成を目
標とし、その目標と完全に一致する政策を追求するこ
とを約束する」としたこと、核兵器保有国に対して核
軍縮の履行状況等について2014（平成26）年の準備委
員会に報告するよう求めたことは、「核兵器のない世
界」に向けての重要な一歩である。
　このように、核兵器の廃絶を求める動きは、世界の
潮流となりつつある。
　2013（平成25）年10月21日、国連総会第一委員会で
ニュージーランド政府が125か国連名の「核兵器の人
道上の結末に関する共同声明」を発表し、このとき、
我が国は同声明に署名した。同年4月のジュネーブの
NPT再検討会議第2回準備委員会で署名を拒否したと
きの理由とされた「いかなる状況においても核兵器が
再び使用されないこと」という表現はこのときも残っ
ていたものの、日本政府はこれに署名したものである。
　国内においても、衆議院では2009（平成21）年6月
16日に、参議院では同月17日に、我が国は、唯一の被
爆国として、世界の核兵器廃絶に向けて先頭に立って
行動する責務があり、核廃絶・核軍縮・核不拡散に向
けた努力を一層強化すべきであるとする「核廃絶に向
けた取り組みの強化を求める決議」がなされた。

3 核の廃絶と核抑止力神話
　核兵器の削減を超えて保有を禁ずる方向性について、
我が国は、2016（平成28）年までの23年間連続して、
国連総会において「核兵器の廃絶を求める決議案」を
提出し、同決議は、圧倒的多数の賛同のもとに採択さ
れてきた（ただしこれは拘束力のない決議にとどま
る。）。
　しかし、2017（平成29）年の24回目の核兵器廃絶決
議案の採決においては、賛成国は前年より23か国も減
少した。これは、決議案の文言のうち、前年まで「核
兵器のあらゆる使用」となっていたところから「あら
ゆる」が削除されたこと、「核兵器の完全な廃絶」か
ら「核不拡散条約の完全履行」と改められたことや、
同決議の提案の3ヶ月前に提案された核兵器禁止条約
案に我が国が反対したことなどに対する厳しい批判の
意味合いが込められていたものと解された（2021〔令
和3〕年には、「核兵器の無い世界をめざして、核保有
国と非核保有国の橋渡しをする」などの文言が加えら
れるなどの修正も行われたが、同年発効した核兵器禁
止条約への日本不参加の影響は、今なお国際社会に残
っているといわざるをえない。）。
　同じく2017（平成29）年10月には、核兵器の廃絶の
努力を続けてきた国際団体「ICAN」にノーベル平和
賞が授与された。同年12月10日の受賞式におけるサー
ロー節子さんの演説は、多くの人々の心を打った。原
爆投下によって瓦礫の中に埋もれた彼女の耳に聞こえ
た「諦めるな。あの隙間から光が差すのが見えるか。
あそこまでできるだけ速くはっていくんだ。」という
言葉は、矛盾を抱えつつも、核兵器廃絶に向けて座視
せずに努力していく者に希望を与えるものである。
　そして、2019（令和元）年11月下旬に、フランシス
コ教皇が、ローマ教皇として39年ぶりに来日した。教
皇は、長崎の被爆地の少年を写した、「焼き場に立つ
少年」の写真に心を打たれ、これを自らのメッセージ
カードとして用いるほどに、核兵器に対する強い反対
の立場を表明している。そして、長崎・広島を歴訪し
た後、「声を発しても耳を貸してもらえない人々の声
になりたい。」としたうえで、「戦争のために原子力を
使用することは、犯罪以外の何ものでも（ない）」と
断言し、続いて、核兵器を保有すること自体が「倫理
に反（する）」と述べた。さらに、核抑止力論に対し
ても、「核戦争の脅威で威嚇することに頼りながら、
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どうして平和を促すことができるでしょうか」と厳し
く批判している。
　2015（平成27）年に初めて国連に提出され、2017（平
成29）年7月7日に正式な条約として国連総会に提出さ
れた「核兵器禁止条約」について触れなければならな
い。3年後の2020（令和2）年10月24日、発効に必要な
50番目の国としてホンジュラスが批准し、ついに「核
兵器禁止条約」は2021（令和3）年1月22日に発効した。
この条約には核保有国は参加しておらず、米・英・仏
の3カ国は、核抑止力の現実的な意義を無視している
とする意見を表明してきており、我が国も、既存の核
保有国の核抑止力による均衡の保持を支持し、特に日
米同盟によるアメリカの核の傘に守られているとの認
識から、現実的な意義を欠くものとして反対し、
ICANなどからは厳しく非難されてきた。
　今回の同条約発効にあたっても、我が国は、従前か
らの立場を維持して「安全保障の観点が欠けている。」
とのコメントを発している。
　他方で我が国は、「唯一の被爆国として、核保有国
と非保有国の橋渡しする役目を果たす。」などと説明
しているが、核兵器の根絶と核抑止力への依存という
現実的なジレンマに陥っていると言える。そもそも
「抑止力」は、「もし他国が自国を攻撃しようとしても、
反撃によってそれ以上の打撃を受けることが確実であ
るため、他国に攻撃を思いとどまらせることができる
力」というものであって、実際に核兵器が使用されて
「抑止力」が破綻しない保証なく、一度使用されれば
人類の滅亡を招きかねない。
　核兵器に関する問題については、唯一の戦争被爆国
である我が国が、いかに真剣に取り組むかが、世界か
ら問われているといわねばならない。

4  ウクライナを巡る情勢と核
　2022（令和4）年2月末に始まったウクライナにおけ
る戦争において、ロシアのプーチン大統領は、核兵器
の使用を辞さない旨の威嚇を繰り返している。もちろ
ん、核兵器は、実際に使用することだけでなく、保有
を目指すこと、その材料を集めること、それを作るこ
と、実験すること、使用できる状態で常備すること、
使用を示唆して威嚇することなども含め、平和を乱し、
他国を威圧するに十分な兵器である。
　ウクライナの情勢が緊迫するほどに、いかなる核兵

器もその使用が許されないことを、被爆国である我が
国は強くアピールしなければならない。

5  ヒロシマサミット
　2023（令和5）年、第49回先進国首脳意会議（G7ヒ
ロシマサミット）が、被爆都市広島市で開催された。
　多くの被爆者から、開催のあり方に批判の声が上が
っている。
　例えば、各国首脳を案内した原爆資料館の見学は、
本館ではなく、東館に本館の一部資料も集めるという
限定的な方法で行われたため、本館の悲惨な展示物や、
投下したアメリカに対する批判的な展示は閲覧に供さ
れることがなかったことや、会議の議論や採択された
ヒロシマ宣言に、核兵器禁止条約への言及が全くなか
ったことなどの点であり、被爆者に寄り添うものでは
なかった。これらの問題も踏まえて、岸田首相の遠縁
でもあるICANのサーロー節子さんは、深く失望した
ことを表明している。

6 日本被団協のノーベル平和賞受賞
　2024（令和6）年10月11日、ノルウェーノーベル賞
委員会が広島・長崎で原爆の被害を受けた被害者の団
体の協議会であり、全国組織である日本被団協にノー
ベル平和賞を授与することを決定した。授賞理由につ
いて、「ヒバクシャ（被爆者）としても知られる広島、
長崎の原爆生存者による草の根運動であり、核兵器の
ない世界を実現するための努力と、核兵器が二度と使
われてはならないことを目撃証言を通じて示してきた
こと」が挙げられ、さらに、「ノーベル賞委員会は約
80年間戦争で核兵器が使われていないという、励みと
なる一つの事実を認めたい。日本被団協と被爆者の代
表らによる並外れた努力は、核のタブーの確立に大き
く貢献してきた。それゆえ、今日、核兵器使用に対す
るこのタブーが圧力にさらされていることは憂慮すべ
きことだ。」、「核兵器保有国は兵器の近代化と改良を
進めている。新たな国々が、核兵器を手に入れようと
準備を進めているように見える。そして、進行中の戦
争で核兵器を使用するという脅迫も行われている。人
類の歴史で今こそ、核兵器とは何かを思い起こす価値
がある。それは世界がかつて経験した最も破壊的な兵
器だ。」として、核兵器の絶対的危険性に警鐘を鳴ら
し、「いつか歴史の目撃者としての被爆者はわれわれ
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の前からいなくなる。しかし、記憶を守る強い文化と
継続的な関与により、日本の新たな世代は被爆者の経
験とメッセージを引き継いでいる。彼らは世界中の
人々を鼓舞し、教育している。そうすることで彼らは、
人類の平和な未来の前提条件である核のタブーを維持
することに貢献している。」としたうえで、「今年の賞
は、委員会がこれまでに核軍縮や軍備管理で授与して
きた平和賞のそうそうたるリストに加わるものだ。」
と評している。
　日本被団協のノーベル賞受賞は、改めて、唯一の被
爆国である日本の被爆者が伝えてきた核兵器の非人道
性、危険性に全世界的に目を向けさせ、核兵器は使用
してはならないという核のタブーの維持、さらには、
核兵器の廃絶が人類の平和な未来の前提条件であるこ
とを示すものであり、平和とそのための努力を次世代
につなげていくことの重要性を我々に認識させるもの
である。

7 弁護士会の取組み
　東弁は、2022（令和4）年も8月の広島・長崎の原爆
忌に合わせて、会長談話において、唯一の戦争被爆国
である我が国が核兵器禁止条約に加盟する必要性を強
く指摘したうえで、核の傘に頼らない平和を外交的努
力によって実現すべきことを訴えている。
　日弁連は、前記のような世界における核廃絶を求め
る動きに対して、2010（平成22）年10月8日に盛岡市

で開催した第51回人権擁護大会において、「今こそ核
兵器の廃絶を求める宣言」をしている。
　2020（令和2）年8月のNHKニュースで、NHK広島
が同年にアメリカで実施したアンケート調査によると、
アメリカの若者も、核兵器の保有は必要ではない、原
爆投下は正当ではないとする意見が多数を占めつつあ
る旨報道された。さらに、2025（令和7）年にはアメ
リカの調査会社「ピュー・リサーチセンター」が6月2
日から8日にかけて18歳以上のアメリカ人およそ5000
人を対象に世論調査を行い、原爆投下についての質問
への回答で「正当化される」35％、「正当化されない」
31％、「分からない」33％となったこと、若者世代で「正
当化されない」と回答した人の割合が大きくなり、「18
歳から29歳」では44％に及んでいることが公表された
（NHK「爆投下80年 米で調査“正当化される”35％ “さ
れない”31％」2025（令和7）年7月29日）。
　2023（令和5）年、日弁連は、「核兵器廃絶のための
Q＆A」と題するリーフレットを制作する等して、核
兵器を巡る現状と今後の課題を整理している。
　核兵器は人類滅亡への道であることを肝に銘じて、
我々は、かつての宣言を実現するために、また、日本
被団協のノーベル賞授賞理由にもあるように、今後と
も絶え間なく、また、次世代につなぐ努力を尽くして
いかなればならない。

第12　 現在も続く世界の紛争（特にウクライナとガザ地区）と
日本国憲法

1 ロシアによるウクライナの武力侵攻
　2022（令和4）年2月24日、ロシアは、突如ウクライ
ナに軍事侵攻し、ウクライナとの間で戦争状態となっ
た。
　当初ロシアはウクライナの東部四州を瞬く間に占拠
し、ロシア編入を実行していった。しかしその後ウク
ライナ軍は、西側諸国の武器の支援を受けてキーウ防
衛に成功し、東部地域でも反転攻勢に出ており、その
後、一進一退の状況が続いている。
　この戦争は、2025（令和7）年の現在においても終

結の見通しが立たない状況にあり、長期化は避けられ
ない情勢となっている。

2 ロシアによるウクライナの武力侵攻の背
景

　ウクライナは、地政学的には、アジアとヨーロッパ
を結ぶ北の要衝であり、歴史的には黒海から地中海へ
の軍事・通商ルートの起点でもある。しかも内陸部は
肥沃な黒土地帯でもあるため、古くからユーラシア大
陸の東西の要衝であった。
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　近世においても、数次にわたる露土戦争の舞台とな
り、ロシア革命後はソビエト連邦に組み込まれたが、
ソビエト連邦が崩壊した1991（平成3）年に、ウクラ
イナも他のソビエト連邦支邦とともに再び独立国家と
なった。
　しかし、その後、旧東側諸国は次々とEUに加盟し、
またNATOにも加盟したため、ロシアは次第に危機
感を募らせることとなった。そして、ウクライナの親
ロシア政権が崩壊した2014（平成26）年、クリミア半
島に黒海艦隊を有するロシアの危機感はさらに高まり、
ついにクリミアに介入し、親ロシア派の政権を樹立さ
せ、ロシアに編入した。このクリミア半島併合問題に
ついて世界が真剣に平和的な解決を目指さなかったこ
とが、今回のより深刻な事態を招いたともいえる。

3 国際法的な評価と日本国憲法の立場
　しかし、いかなる背景事情も、ロシアの軍事侵攻を
正当化する理由にはならない。
　日本国憲法との関係では、憲法前文の「全世界の国
民の平和的生存権」に関わるものと言うことができ、
憲法が尊重する国際法（98条2項）や、我が国も加盟
する国連憲章（2条4項）において侵略戦争は許容され
ていない以上、日本国憲法の精神においても、今回の
ウクライナとの戦争状態は、明らかに違法な行為とい
えるであろう。

4 日本の防衛装備支援における問題の所在
　日本政府は、ウクライナに対する二国間・国際機関
を通じた支援及びロシアに対する金融措置等を継続し
ている。
　ウクライナに対する支援は、ヘルメットや防弾チョ
ッキ等の防衛装備の供給も含んでいる。さらには、容
易に兵器に転用することが可能となる自衛隊の保有す
るドローンについても後述する武器輸出三原則の対象
外であるとして供与がなされた。
　その法的な根拠は、自衛隊法116条の3の「自衛隊の
装備の譲与」を認める規定に基づくものとされる。
　しかし、2014（平成26）年に改められるまで長年に
わたり、「武器輸出三原則」が政府見解であり、日本
国憲法の平和主義の理念からは、他国に自衛隊の装備
品を安易に輸出することは許されなかった。その後、
2014（平成26）年には「防衛装備移転三原則」に改め

られたものの、この原則においても安易な武器輸出を
防止するために、厳しい運用指針が定められ、「紛争
当事国への防衛装備の移転」は禁止されていたことか
ら、本来、紛争当事国であるウクライナへの防衛装備
の供給はできないはずであった。
　そこで政府は、防衛装備移転禁止三原則の「紛争当
事国」の解釈について、ウクライナは「国連安全保障
理事会による措置の対象」となっていないためこれに
該当しないとする一方、同原則の運用指針そのものを
改定し、例外として、「国際法違反の侵略を受けてい
るウクライナに対して自衛隊法116条の3の規定に基づ
き防衛大臣が譲渡する装備品に含まれる防衛装備の海
外移転」を可能とする条項を加えることで、これらの
物資を譲渡することとした。
　この変更は、その内実において、ウクライナへの防
衛装備輸出を可能とするために、同原則やその運用指
針の規定を形式的には維持しつつも、新たな条項を指
針に追加することによって、紛争当事国という禁輸対
象国の定義を大きく緩めるものと言え、同原則自体へ
の信頼性を揺るがせ、場合によっては、我が国憲法の
平和主義との齟齬を生みかねない危険性をはらむもの
ともいえる。
　2023（令和5）年12月22日には、2022（令和4）年12
月に策定された新たな「国家安全保障戦略」を踏まえ、
「防衛装備移転三原則」及び「防衛装備移転三原則の
運用指針」の改正がなされ、これにより従前パートナ
ー国との国際共同開発・生産と、パートナー国からの
第三国移転は可能とされていたが、さらにパートナー
国が完成品を移転した第三国へ、我が国から部品や技
術の直接移転や自衛隊法上の武器のライセンス元から
の更なる提供について我が国安全保障上の必要性を考
慮 して特段の事情がない限り、武力紛争の一環とし
て現に戦闘が行われていると判断される国への提供は
除くとされつつも米国由来以外も含むライセンス生産
品（完成品を含む）のライセンス元国への提供も可能
になった。運用指針には、安全保障環境の変化や安全
保障上の必要性等に応じて改正する旨も明記され、時
の政権の判断によって「柔軟な」運用指針の変更が可
能となる。2024（令和6）年3月26日には「グローバル
戦闘航空プログラムに係る完成品の我が国からパート
ナー国以外の国に対する移転について」の国家安全保
障会議決定及び閣議決定並びに「防衛装備移転三原則
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の運用指針」の改正がなされた。この閣議決定により
まずはグローバル戦闘航空プログラム（日本・イギリ
ス・イタリアによる次期戦闘機の共同開発、GCAP：
Global Combat Air Programme）について我が国か
らの第三国移転を認め得るケースを我が国の防衛力整
備上の必要性から参画する案件であって、我が国から
の完成品の第三国移転が必要となる国際共同開発・生
産に限定するとしつつも、実際には、今後の第三国直
接移転が必要な武器の国際共同開発・生産のプロジェ
クトが新たに生じた場合には、与党に事前に協議した
上で、運営指針に追記し、個別具体的に特定すること
により移転を可能とする素地ができることとなった。
共同開発の次期戦闘機を含め、米国の他、英国、フラ
ンス、ドイツ、イタリア、スウェーデンと知ったEU
諸国、さらには、オーストラリア、インド、シンガポ
ール、フィリピン、インドネシア、マレーシア、ベト
ナム、タイ、アラブ首長国連邦（UAE）に対する輸
出が可能となっている。
　日本国憲法の大原則である恒久平和に関する事項で
ありながら、日本が開発に関わる兵器が第三国により
使用され、国際平和に重大な影響を及ぼしかねないこ
のような指針の変更の手続は、「閣議決定」によるも
のであった。しかしながら、このような解釈ないし指
針が一旦変更されれば、その射程範囲は今回のウクラ
イナ（日本製の製品を部品とするドローンがロシアの
ウクライナ攻撃にも使用されているとの報道もあり、
より直接的に日本製で自衛隊が使用しているドローン
が転売されて輸出規制対象の第三国が武器として使用
する可能性は捨てきれない。）以外にも及びうること
を踏まえても、かかる重大な意思決定を閣議決定のみ
で行うことは、国民の代表者によって決定するという
議会制民主主義に支えられた国民主権に反する疑いや、
国会審議を経ないという点で三権分立の原則にも反す
る疑いがあるとすらいえ、今後、これらの意思決定過
程については、憲法の各条項、理念との関係で、批判
的、分析的に検討されなければならない。

5 その他の問題
（1） ウクライナ戦争において、プーチン大統領は、核

兵器使用の可能性を示唆し、ウクライナ及び米欧
を中心としたこれを支援する国々を威嚇してい
る。

　このような状況に照らせば、核兵器の廃絶に向け、
世界の国々が、早急に核兵器禁止条約への加盟を決断
する必要性が高まっている。
（2） さらに、今回の戦争は、ある規模以上の軍事衝突

が、瞬く間に世界全体の経済や国民生活に大きな
影響を与えることを明らかにした。

　世界は様々な分野で複雑で強い相互依存関係で結ば
れているため、その影響は、資源・エネルギーや食糧
という人間の生存に直結する分野にまで及び、今後さ
らにグローバル化が進むことを考えると、その影響の
度合いは更に深刻なものとなろう。
　今後は、外交的・軍事的関係とは異なる次元で、各
国が経済的に互いに欠かせない存在であるということ
を認識し、政府レベルはもとより民間のレベルでも、
平和的な国際交流を深めていくことが求められる。ま
た、それによって、各国が、軍事力の拡大や軍事的対
立に傾注する無益さを自覚するという、共通の到達点
に至ることが期待される。

6 ウクライナ戦争小括
　2025（令和7）年現在でも、未だロシアによるウク
ライナ侵略は終息が見えない。
　我が国としては、自国の「反撃力」強化といった議
論に終始するのではなく、世界各国が互いに切り離せ
ない存在であることを自覚し、相互に協力して、現下
の紛争終結のため、また、今後同様の事態を許さない
ため、あらゆる努力を尽くすこと以外にはない。
　戦争下にあっては、子供を含む一般市民にも多数の
犠牲者が出るばかりか、戦争状態という特殊な環境下
のため、兵士等による残虐な暴行等、非人道的かつ凄
惨な事件が多数発生することが、今回改めて明らかに
なった。
　我が国も、先の大戦で、アジア太平洋地域において、
非戦闘員を含む多数の犠牲者を出していること、また、
その過程で、日本兵がその精神を破壊される事態も、
戦後になって多く報告されていることなどの事実を忘
れることなく、我が国の先人たちがこのような経験と
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反省を踏まえて平和主義を選択する決意をしたことを
改めて思い起こす必要がある。
　私たちは、ウクライナ戦争を機に日本国憲法の平和
主義が、このような戦争そのもののもつ非人道的で残
虐な、悲惨極まりない実態を踏まえたものであること
を改めて自覚し、この基本原理をしっかりと踏まえて
いかなければならない。

7 ガザ地区問題
　最後に、ロシアによるウクライナ侵略に留まらず、
2023（令和5）年10月7日以降、民族間、宗教間紛争で
あるパレスチナ・イスラエル戦争も続いている。
　国際社会の働きかけもむなしく、未だ、停戦に向け
た合意の糸口も見いだせない状況にある。
　2025（令和7）年7月末時点の報道ベースで、戦地で
あるガザ地区では、死者は6万人を超え、犠牲者の多
くは非戦闘員であるとされている（NHK「ガザ地区 
戦闘が始まってからの死者　6万人超える　保健当局
発表」2025（令和7）年7月29日、CNN「ガザの死者6
万人超す、がれきの下にまだ数千人　犠牲者の大半は
女性と子ども」2025（令和7）年7月30日）。
　こうした中、フランス、イギリス、オーストラリア

が紛争解決策としてガザ地区を含むパレスチナ自治区
を国家承認する意向を表明している（読売新聞オンラ
イン「オーストラリア首相、パレスチナ国家承認を表
明…「ガザの紛争に終止符を打つための最善策」」
2025（令和7）年8月11日）。これは、イスラエルと同
様にパレスチナ自治区についても国家承認を行い、国
連加盟国とすることで、「2国間」での紛争の平和的解
決のプロセスを進める国際法的な象徴的意味を持たせ
ることが狙いであるとされている。象徴的意味合いに
過ぎない可能性もあるが、国連憲章をはじめとする国
際社会におけるルール遵守が世界の恒久平和の礎であ
ることを改めて示す試金石である。
　ウクライナ、ガザいずれの紛争も日本国憲法の平和
主義が根差す国連憲章の平和構築のための諸条項を無
視してなされ、国連総会による決議をも無視して続け
られている。国際社会におけるルールや手続を無視し
たこのような一般市民の夥しい犠牲者を生み出す戦争
を前にして、我々には、国際紛争を前に防衛力を強化
するために憲法の理念を変更するのではなく、憲法の
理念を実現するために何ができるか、憲法9条の恒久
平和主義の理念をいかにして世界に広げてゆけるかが
問われている。




